
　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0001

A201700570

2017-1485

2017/10/03

(事故発生地)

神奈川県

　当該製品を充電中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品の残存する樹脂製外
郭は、内側に炭化、焼損が認められたが、著し
く焼損しており、落下、衝撃等の痕跡の有無は
確認できなかった。○４個のリチウムポリマー
電池セルは、いずれも著しく焼損して内部短絡
の痕跡が観察されたほか、１個の電池セルには
電極板の欠損が認められ、著しく損傷していた
。○制御基板及び電池セル用基板は著しく焼損
していたが、基材の欠損、穴空きは認められな
かった。○スイッチ用基板は確認できなかった
。○事故発生時に使用されていたＵＳＢケーブ
ル及びＡＣアダプターに出火の痕跡は認められ
なかった。○同等品の充放電制御に異常は認め
られなかった。●当該製品のリチウムポリマー
電池セルが内部短絡したため、出火に至ったも
のと推定されるが、焼損が著しく、確認できな
い部品があったことから、製品起因か否かを含
め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2017/12/14)リチウム電池内蔵充電器

アンカー・ジャパン（株）
（（株）ポケモンブランド
）

Ａ１２７０（（株）ポケモ
ンブランド）

( 火災 )

A201700810

2017-2422

2018/02/01

(事故発生地)

埼玉県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○事故発生前日の夜、翌朝５時
頃に炊きあがるよう使用者が予約炊飯を設定し
就寝したところ、４時頃火災警報器が鳴動した
。○当該製品は著しく焼損し、樹脂製外郭の大
部分は焼失していた。○ＡＣインレット及び電
源コード側のコードコネクターボディに溶融痕
が認められた。○電源基板及び制御基板に穴空
きや欠損は認められなかったが、一部の部品は
脱落しており、出火の痕跡の有無は確認できな
かった。○ヒーター、内部配線等のその他の電
気部品に出火の痕跡は認められなかった。●当
該製品のＡＣインレット接続部において、接触
不良による異常発熱が生じ出火に至ったものと
推定されるが、焼損が著しく、確認できない部
品があり、詳細な使用状況が不明なことから、
製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至
らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/03/13)電気炊飯器

大栄トレーディング（株）

ＤＴ－ＳＨ１４１０－３

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0002

A201700831

2018-0005

2018/03/13

(事故発生地)

兵庫県

　異臭がしたため確認すると、当該製品
及び周辺を焼損する火災が発生していた
。

　調査の結果、○当該製品は全体的に焼損して
おり、背面下部で著しい焼損が認められた。○
電源コードが機械室付近で断線しており、断線
部には溶融痕が認められた。○運転コンデンサ
ーは著しく焼損しており、封口部の状態等の詳
細は確認できなかった。○メイン基板、コンプ
レッサー、始動リレー等のその他の電気部品に
出火の痕跡は認められなかった。●当該製品は
、機械室付近から出火した可能性が考えられる
が、焼損が著しく、確認できない部品があった
ことから、製品起因か否かを含め、事故原因の
特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/03/26)電気冷蔵庫

三洋電機（株）

ＳＲ－３６Ｐ

( 火災 )

A201700833

2018-0007

2018/02/20

(事故発生地)

神奈川県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生し、１名が死亡し
た。

　調査の結果、○当該製品は畳の上に設置され
、当該製品の上に敷き布団、マットレスを敷い
た上にこたつを置いていた。○当該製品はカー
ペット部の通電範囲を切り替えられる構造であ
り、スイッチは半面のみオンの状態であったが
、カーペット部は全面の複数箇所で著しく焼損
しており、カーペット生地が焼失していた。○
ヒーター線はカーペット部に認められた複数の
焼損箇所において断線し、一部は焼失していた
。○コントローラーに焼損は認められなかった
が、温度ヒューズが切れていた。○当該製品は
スイッチがオン状態の面にのみ、リレーを通じ
てヒーター線に給電される構造であった。○電
源コードに出火の痕跡は認められなかった。●
当該製品のカーペット部は複数箇所で著しく焼
損しており、ヒーター線の一部が確認できず、
事故発生時の詳細な状況が不明であること等か
ら、製品起因か否かを含め、事故原因の特定に
は至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/03/26)電気カーペット

ワタナベ工業（株）

ＷＡ－２０３Ｓ

( 火災  死亡 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0003

A201700842

2018-0023

2017/12/20

(事故発生地)

千葉県

　宿泊施設の浴室で当該製品を使用中、
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生
した。（A201700601と同一事故）

　調査の結果、○当該製品は、屋内温水プール
棟内の窓側につるされたプラスチックネットに
取り付けられており、整流器付き電源コード部
を中心に焼損していた。○当該製品を入手でき
ず、詳細な調査はできなかった。●当該製品は
、整流器付き電源コード付近で出火したものと
推定されるが、当該製品の確認ができず、詳細
な使用状況も不明のため、製品起因か否かを含
め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/03/30)装飾用電灯器具（ＬＥＤ
イルミネーションライト
）

トライト（株）

ＮＳＢ＊１－１００－
１００Ｐ／２

( 火災 )

A201800001

2017-2424

2018/03/10

(事故発生地)

鳥取県

　当該製品に他の電気製品を接続してい
たところ、当該製品を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、○当該製品は３口の差込口を有
し、接続可能な最大電力が１５００Ｗの延長コ
ードで、事故発生時、電源コード側から電気こ
たつ、テレビ及びファンヒーターが接続されて
おり、テレビとファンヒーターが使用中であっ
た。○当該製品のテレビとファンヒーターが接
続された差込口のスイッチ部が焼損しており、
特にファンヒーターが接続されたスイッチ部が
著しく焼損していた。○著しく焼損したスイッ
チの可動接点とスイッチ受け金具との接触面に
荒れが認められ、塗布されたグリースの炭化や
スイッチ受け金具の変色が認められた。○刃受
金具に発熱の痕跡は認められなかった。○タッ
プ内部に異物や液体混入等の痕跡は認められな
かった。○当該製品に接続されたファンヒータ
ーの定格消費電力は１２００Ｗであったが、事
故発生時の出力等は不明であった。○当該製品
の事故発生以前の使用状況については不明であ
った。●当該製品は、スイッチ内部の接点端子
の接触不良により異常発熱し、焼損したものと
考えられるが、事故発生以前の使用状況が不明
のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特
定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/04/02)延長コード

大和電器（株）（朝日電器
（株）ブランド）

ＷＢＳ－ＬＵ３０２Ｂ（Ｗ
）（朝日電器（株）ブラン
ド）

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0004

A201800023

2018-0113

2018/04/03

(事故発生地)

千葉県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品のカーペット部分に
直径１０ｍｍの穴空きが認められ、ヒーター線
が断線及び焼失し、発熱線と検知線の断線部先
端に溶融痕が認められた。○断線箇所近傍のヒ
ーター線は、内部の中間層が変色し、中間層内
部に微小な粒状の銅の混入が認められたほか、
中間層の内側の発熱線に荒れと腐食が認められ
た。○元素分析の結果、断線箇所近傍の発熱線
表面から塩素を検出した。○断線箇所近傍のヒ
ーター線は、塩化ビニル樹脂製被覆が変色し硬
化していた。○断線箇所から離れた部分のヒー
ター線には、発熱線の荒れや腐食等の異常は認
められなかった。○コントローラー内は温度ヒ
ューズが切れていたが、電流ヒューズは導通し
、焼損等の異常は認められなかった。○当該製
品の上には木製の机が置かれていたが、焼損部
と脚の位置関係は確認できなかった。●当該製
品は、ヒーター線内部の発熱線が腐食したため
、発熱線が局所的に異常発熱して出火に至った
ものと推定されるが、詳細な使用状況が不明の
ため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定
には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/04/19)電気カーペット

（株）ユーイング

ＵＣ－２０Ｆ

( 火災 )

A201800026

2018-0137

2018/03/10

(事故発生地)

兵庫県

　当該製品を焼損する火災が発生した。 　調査の結果、○使用者は、事故発生当日の朝
、当該製品を使用した後に電源を切っていたが
、約１７時間後に当該製品から出火した。○本
体の樹脂製の下ケースは、排気口付近で著しく
焼損していた。○メイン基板は、排気口付近の
コンデンサーが焼損しており、周辺の銅箔パタ
ーンは焼失していた。○ＩＨコイル、電源コー
ド等の電気部品に出火の痕跡は認められなかっ
た。○下ケース内側のインレット付近に液体が
付着した痕跡が認められ、排気口付近には虫の
死骸や卵等が認められた。●当該製品は、メイ
ン基板のコンデンサー付近でトラッキング現象
が生じたため、出火に至ったものと考えられる
が、焼損が著しく、トラッキング現象が生じた
原因が不明のため、製品起因か否かを含め、事
故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/04/23)ＩＨ調理器

（株）永泰産業（（株）テ
スコムブランド）

ＴＩＨ２０００（（株）テ
スコムブランド）

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0005

A201800032

2018-0139

2018/03/25

(事故発生地)

神奈川県

　工場で当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生した。

　調査の結果、○当該製品の電源プラグは壁コ
ンセントに接続されていた。○当該製品の焼損
は著しく、外郭樹脂は台座部のみが残存し、底
面に電源コードが溶着していた。○電源スイッ
チ等の樹脂部品は焼失しており、事故発生時に
使用されていたか否かは確認できなかった。○
電源コード、首振りモーター及びヒーター管に
出火の痕跡は認められなかった。○首振りモー
ターの電源線の１本が断線し、断線部に溶融痕
が認められたが、一次痕か二次痕かの特定はで
きなかった。○本体と台座の接続部にある転倒
時オフスイッチの接続基板周辺の焼損が著しく
、入力配線に溶融痕が認められたが、配線の外
れや断線等は認められなかった。○事故発生以
前に電源スイッチをオンにしても、ヒーターに
通電されないことがあった。●当該製品は、台
座付近から出火したものと考えられるが、焼損
が著しく、事故発生時の詳細な状況が不明のた
め、製品起因か否かを含め、事故原因の特定に
は至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/04/25)電気ストーブ

（株）コロナ

ＤＨ－８１０Ｗ

( 火災 )

A201800056

2018-0044

2018/03/29

(事故発生地)

広島県

　火災報知機が鳴動したため確認すると
、当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生していた。

　調査の結果、○当該事故現場では、当該製品
と、隣接して設置されているコンセント付き洗
面化粧台が著しく焼損した状態であった。○当
該製品は、背面側の機械室付近から上方に向か
って焼損していた。○機械室内部のコンデンサ
ー、始動リレー、コンプレッサー等の電気部品
に出火の痕跡は認められなかった。○始動リレ
ー付近の電気配線が断線し、断線部に溶融痕が
認められた。○制御基板等その他の電気部品に
出火の痕跡は認められなかった。○洗面化粧台
の焼損は著しく、事業者名等の詳細は確認でき
なかった。●当該製品の機械室が著しく焼損し
、内部配線に溶融痕が認められたが、外部から
の延焼の可能性も考えられることから、製品起
因か否かを含め、事故原因の特定には至らなか
った。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/05/10)電気冷蔵庫

シャープ（株）

ＳＪ－１４Ｅ２

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0006

A201800092

2018-0295

2018/02/23

(事故発生地)

東京都

　異臭がしたため確認すると、当該製品
及び周辺を焼損する火災が発生していた
。

　調査の結果、○当該製品は、各差込口に個別
スイッチを有する６口の延長コードで、接続可
能な最大電力は１５００Ｗであり、定格消費電
力が９０５Ｗの電気ポットを含め、合計消費電
力９６５Ｗの複数の電気製品が接続されていた
。○電気ポットが接続されていた差込口の裏面
に溶融、穴空きが認められた。○スイッチホル
ダーに焼損が認められ、導電板端子が露出して
いた。○導電板端子と可動片の接触部に発熱に
よる変色及びスパーク痕が認められた。●導電
板端子と可動片の接触部で接触不良が生じ、異
常発熱により焼損したものと推定されるが、接
触不良に至った原因が不明のため、製品起因か
否かを含め、事故原因の特定には至らなかった
。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/05/28)延長コード

大和電器（株）（朝日電器
（株）ブランド）

ＷＬＳ－ＬＵ６２００ＲＳ
（朝日電器（株）ブランド
）

( 火災 )

A201800093

2018-0296

2018/05/18

(事故発生地)

東京都

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、○当該製品は、金属製外郭の上
部中央に熱による変色が認められた。○内部の
基板は、太陽電池モジュールからの出力が接続
されている上端部から中央付近までが広範囲に
著しく焼損し、一部に銅箔パターンの焼失及び
パターン間の穴空きが認められた。○当該製品
は、出力側の運転スイッチ及び交流電源ブレー
カーはオフであり、使われていなかったが、焼
損した基板には、太陽電池モジュールからの電
圧が印加されていた。○当該製品の内部から虫
の死骸及び卵しょうが確認された。●当該製品
の内部基板において、銅箔パターン間で短絡及
びトラッキング現象等が発生し、出火したもの
と推定されるが、基板の焼損が著しく、製品起
因か否かを含め、事故原因の特定には至らなか
った。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/05/29)パワーコンディショナ（
太陽光発電システム用）

三菱電機（株）

ＰＶ－ＰＮ０４Ｂ３

( 火災 )

A201800105

2018-0310

2018/05/28

(事故発生地)

北海道

　当該製品を充電中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品の焼損は著しく、制
御基板や内蔵のリチウムイオン電池セルの大部
分が焼失していた。○外郭樹脂部は原形をとど
めておらず、へこみ等外部からの衝撃の痕跡は
確認できなかった。○当該製品の充電に使用さ
れていたＡＣアダプターに異常は認められなか
った。●当該製品から出火したものと推定され
るが、焼損が著しく、確認できない部品があっ
たことから、製品起因か否かを含め、事故原因
の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/06/01)リチウム電池内蔵充電器

（株）丸辰

３０５８２

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0007

A201800117

2018-0341

2017/11/22

(事故発生地)

神奈川県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○使用者は仕事中、樹脂製バケ
ツに当該製品を入れて湯を沸かしており、当該
製品をバケツに入れたまま帰宅したところ、約
１２時間後に当該製品付近から出火した。○当
該製品の状態及び詳細な使用状況は確認できな
かった。●当該製品を樹脂製容器に入れて使用
中に空だきとなり、発熱部が樹脂製容器に接触
したため出火したものと考えられるが、当該製
品及び詳細な使用状況が確認できなかったこと
から、製品起因か否かを含め、事故原因の特定
には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/06/05)投げ込み式湯沸器

大栄電熱工業（株）（（株
）フジマックブランド）

Ｈ－５００Ｌ（（株）フジ
マックブランド）

( 火災 )

A201800125

2018-0362

2018/05/25

(事故発生地)

北海道

　施設で火災警報器が鳴動したため確認
すると、当該製品を焼損する火災が発生
した。

　調査の結果、○当該製品はグループホーム内
の居住室に設置され、事故発生時居住者は不在
であった。○当該製品は、木製天板の前部が円
形に焼失し、直近にある表示部及び内部の表示
基板が焼失していた。○前面は、上部のカセッ
ト周辺がＶ字状に焼失し、正面から見て右側の
カセット金属部分が著しく焼損しており、その
直下にあるスイッチ操作基板及び選曲操作基板
が焼け落ちて、一部焼失していた。○電源基板
、メイン基板及びその他の電気部品に出火の痕
跡は認められなかった。●当該製品は、外部か
らの延焼により焼損した可能性が考えられるが
、事故発生時の詳細な状況は不明であり、基板
の一部が焼失して確認できなかったことから、
製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至
らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/06/08)カラオケ装置

松下電器産業（株）（現　
パナソニック（株））

ＲＱ－Ｋ１１

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0008

A201800134

2018-0308

2018/05/29

(事故発生地)

石川県

　作業場で当該製品及び周辺を焼損する
火災が発生した。（A201800651と同一
事故）

　調査の結果、○異音がしたので確認すると、
当該製品及びその前面側に置かれていた木材、
段ボール、接着剤、樹脂製ケース、その他建材
等が焼損していた。○当該製品の背面はほとん
ど焼損しておらず、下部の機械室及び内部のコ
ンプレッサーも焼損していなかった。○当該製
品内部の焼損は著しく、ファンモーター、霜取
ヒーター、ドアスイッチ及び庫内灯は確認でき
なかった。○残存する電気部品、配線材等に出
火の痕跡は認められなかった。○当該製品は、
壁コンセントから延長コードを介して接続され
ており、延長コードとの接続部に出火の痕跡は
認めらなかったが、延長コードの芯線の断線部
に溶融痕が認められた。●当該製品の残存する
電気部品に出火の痕跡は認められなかったが、
焼損が著しく確認できない部品があり、外部か
らの延焼の可能性も考えられることから、製品
起因か否かを含め、事故原因の特定には至らな
かった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/06/12)電気冷蔵庫

松下冷機（株）（現　パナ
ソニック（株））

ＮＲ－Ｂ１３Ｔ２

( 火災 )

A201800136

2018-0375

2018/03/31

(事故発生地)

大阪府

　火災警報器が鳴動したため確認すると
、当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生しており、１名が軽傷を負った。

　調査の結果、○事故発生時に、当該製品の電
源プラグはコンセントに接続されていたが、運
転中ではなかった。○当該製品は全体的に著し
く焼損し、大部分の樹脂が焼失していた。○Ｉ
Ｈコイル、制御基板等の残存する電気部品に出
火の痕跡は認められなかった。○電源基板、表
示基板等の電気部品は残存しておらず、状態の
確認ができなかった。●当該製品の残存する電
気部品に出火の痕跡は認められなかったが、焼
損が著しく、確認できない部品があったことか
ら、製品起因か否かを含め、事故原因の特定に
は至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/06/12)電気炊飯器

象印マホービン（株）

ＮＰ－ＨＢ１８

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0009

A201800138

2018-0379

2018/06/04

(事故発生地)

大阪府

　当該製品を焼損する火災が発生した。 　調査の結果、○当該製品の外観に焼損は認め
られなかったが、上面の通気口付近が変色して
いた。○直流基板は、電解コンデンサー取付部
付近で焼損が著しく、焼失していた。○電解コ
ンデンサーの一部は底部が著しく焼損していた
。○直流基板に結露が生じていた痕跡は認めら
れなかった。○当該製品は脱衣洗面所の壁面に
設置されており、施工説明書には、「脱衣所等
の高温多湿な場所には設置しない。」旨、記載
されていた。●当該製品は、直流基板上でトラ
ッキング現象が生じて出火した可能性が考えら
れるが、直流基板の焼損が著しく、焼失して確
認できない部分があったことから、製品起因か
否かを含め、事故原因の特定には至らなかった
。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/06/14)パワーコンディショナ（
太陽光発電システム用）

三洋電機（株）

ＳＳＩ－ＴＬ４０Ａ２

( 火災 )

A201800139

2018-0406

2018/06/03

(事故発生地)

島根県

　事業所で当該製品及び周辺を焼損する
火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品及びその下に設置さ
れていたケーブル束、並びに壁面に設置されて
いた配線中継箱が焼損していた。○当該製品は
、モジュール全体の約１/３が焼損した状態で
あったが、配線取出口であるジャンクションボ
ックス及びその周辺に焼損は認められなかった
。○ケーブル束は著しく焼損し、配線中継箱と
当該製品のケーブルとの接続部は確認できなか
った。○配線中継箱は著しく焼損しており、内
部に納められていたケーブルに多数の短絡や溶
断が認められた。●当該製品は、配線中継箱内
で短絡したことで、その短絡電流により当該製
品直下のケーブル束が異常発熱して、当該製品
を焼損した可能性が考えられるが、焼損が著し
く、当該製品のケーブルと配線中継箱から配線
されるケーブルの接続状態が不明のため、製品
起因か否かを含め、事故原因の特定には至らな
かった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/06/14)太陽電池モジュール（太
陽光発電システム用）

京セラ（株）

ＫＪ１９０Ｐ－３ＤＪ２Ｃ
Ｅ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0010

A201800143

2018-0409

2018/05/11

(事故発生地)

千葉県

　飲食店で当該製品を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、○当該製品は、シンク下に設置
されていた。○当該製品には、ブレーカーから
の電線及び他のコンセントへの送り配線として
アース線を含めて計６本の電線が接続されてお
り、アース線を除く４本の電線接続部で樹脂製
外郭が著しく焼損していた。○電線接続部の４
個の錠ばねのうち、１個は未回収で確認できな
かったが、確認された３個のいずれにも熱によ
る変色が認められ、そのうちの１個に溶融痕が
認められた。○すべての電線に差し込み不足は
認められなかったが、アース線を除く計４本の
電線には被覆の焼損が認められ、送り配線の電
線の１本に表面の荒れ及び局所的なやせ細りが
認められた。○当該製品は定格電流１５Ａのコ
ンセントであるが、差込口に電気冷蔵庫２台（
合計消費電力１０００Ｗ）と送り配線された他
のコンセントに電気冷蔵庫２台（合計消費電力
７６０Ｗ）が接続されていた。○当該製品の内
部には虫の死骸、糞等が多量に付着していた。
●当該製品の端子板と電線間で接触不良となり
、錠ばねに通電されて異常発熱したものと推定
されるが、接触不良となった原因が不明のため
、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には
至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/06/15)コンセント

パナソニック（株）

ＷＫ４１０５

( 火災 )

A201800152

2018-0425

2018/06/07

(事故発生地)

東京都

　当該製品を充電中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生していた。

　調査の結果、○当該製品付属のＵＳＢケーブ
ルと他社製充電器を使用して充電していたとこ
ろ、約７時間後に出火した。○当該製品の樹脂
製外郭は焼失しており、外力が加わった痕跡の
有無は確認できなかった。○内蔵のリチウムイ
オン電池セル２個の電極体は著しく焼損してい
たが、内部短絡の発生箇所は特定できなかった
。○制御基板は多数の電気部品が脱落していた
が、基板に出火の痕跡は認められなかった。○
使用者は、当該製品を複数回床に落としたこと
があった。●当該製品に内蔵されたリチウムイ
オン電池セルが異常発熱して出火したものと推
定されるが、焼損が著しく、詳細な使用状況が
不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因
の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/06/19)リチウム電池内蔵充電器

アンカー・ジャパン（株）

Ａ１２１１０２２

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0011

A201800154

2018-0441

2018/05/31

(事故発生地)

埼玉県

　施設で当該製品を使用中、当該製品及
び周辺を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品は、正面から見て右
後方部分に焼損が認められた。○樹脂製の洗濯
槽外郭は、右後方が著しく焼損し、底部にも焼
損が認められ、近傍に配置されていたモーター
用リード線の２本に溶融痕が認められ、その位
置は洗濯槽から４０ｍｍほど離れた場所であっ
た。○基板、電源コード及びその他の電気部品
に出火の痕跡は認められなかった。○当該製品
の内部に排水ホースが設置されており、配水管
と洗濯槽とが配線を挟む形で干渉していた可能
性があった。●当該製品の洗濯槽底部に配置さ
れていたモーター用リード線が短絡してスパー
クが発生し、出火に至ったものと推定されるが
、焼損が著しく、リード線が短絡した原因が不
明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の
特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/06/21)電気洗濯機

日立アプライアンス（株）

ＮＷ－Ｒ７０１

( 火災 )

A201800192

2018-0517

2018/07/04

(事故発生地)

北海道

　病院で当該製品を焼損する火災が発生
した。（A201800284と同一事故）

　調査の結果、○当該製品は４本のリチウム乾
電池が装填されてテーブルの上に置かれていた
。○事故発生時、当該製品は作動していなかっ
たものの、電源スイッチは入っていた。○当該
製品は電池ボックスのみ焼損し、本体内部に出
火の痕跡は認められなかった。○装填されてい
た乾電池のうち、３本が電池ボックスから飛び
出し、３本のうち１本には電極部が膨らんだ状
態でガスが噴出した痕跡が認められた。○飛び
出した乾電池１本とボックス内部に残存した乾
電池の電圧はほとんど残っておらず、それ以外
の乾電池は満容量であった。○当該製品は二次
電池（ニッケル水素電池）を使用する仕様であ
った。○電池ボックスは、乾電池を逆装填して
も回路が形成される構造であった。○当該製品
を最後に使用した時期や乾電池の交換時期につ
いては不明であった。●当該製品は、装填され
たリチウム乾電池が異常発熱して出火したもの
と考えられるが、乾電池の焼損が著しく、事故
発生時の乾電池の装填状況が不明のため、製品
起因か否かを含め、事故原因の特定には至らな
かった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/07/09)電気掃除機（充電式）

フカイ工業（株）

ＦＢＣ－７７７

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0012

A201800211

2018-0449

2018/06/25

(事故発生地)

京都府

　当該製品を使用中、当該製品を焼損し
、周辺を汚損する火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品の洗濯運転中に火災
警報器が鳴動し、当該製品から出火した。○当
該製品は操作パネルの正面左側の一部が著しく
焼損し、操作パネル直下の内部配線は被覆が焼
失していた。○操作パネル直下の内部配線に断
線は認められず、出火の痕跡は認められなかっ
た。○操作パネルのコネクター接続部は、コネ
クター樹脂が焼失していたが、端子接続部に溶
融等の出火の痕跡は認められなかった。○その
他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった
。●当該製品の操作パネル付近から出火した可
能性が考えられるが、内部配線及びコネクター
接続部に出火の痕跡が認められないこと、詳細
な使用状況が不明なことから、製品起因か否か
を含め、事故原因の特定に至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/07/19)電気洗濯乾燥機

日立アプライアンス（株）

ＢＷ－Ｄ９ＳＶ

( 火災 )

A201800226

2018-0498

2018/07/05

(事故発生地)

愛知県

　当該製品を使用中、当該製品を焼損す
る火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品のグリルを食材を入
れずに予熱をしていた際、グリル内の下側シー
ズヒーターから出火したため、使用者がヒータ
ーをたたいて消火した。○当該製品の外観に焼
損等の異常は認められなかった。○グリル内の
下側ステンレス製シーズヒーターは、外郭金属
の一部が溶融、焼失し、露出した内部絶縁体が
破損していた。○下側シーズヒーターの残存し
た外郭金属は、中央部付近に腐食が認められ、
根元近くに溶融穴が空いていた。○下側シーズ
ヒーターのヒーター線は、外郭金属が溶融、焼
失した部分と溶融穴が空いた部分で溶融、焼失
していた。○グリル内の上側シーズヒーター、
本体内部のＩＨコイル、基板等のその他の電気
部品に異常は認められず、下側シーズヒーター
を新品に交換したところ、当該製品は正常に動
作した。●当該製品は、グリル内下側シーズヒ
ーターで異常発熱が生じ、出火したものと考え
られるが、下側シーズヒーターの焼損が著しく
、詳細な使用状況等が不明のため、製品起因か
否かを含め、事故原因の特定には至らなかった
。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/07/23)ＩＨ調理器

三菱電機ホーム機器（株）

ＣＳ－Ｇ３０ＨＮＷＳ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0013

A201800230

2018-0661

2018/07/11

(事故発生地)

長崎県

　施設で当該製品の内部を焼損し、周辺
を汚損する火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品内部の端子台付近が
焼損していた。○端子台は太陽電池モジュール
からの直流入力電線がねじ接続されていたマイ
ナス端子が焼損脱落していた。○マイナス端子
は全体が著しく溶融し、中間部で溶断しており
、ねじの締め付け状況等は確認できなかった。
○マイナス端子と基板を接続する端子台金具の
リード部が焼失していた。○直流電源基板やト
ランス等のその他の電気部品に出火の痕跡は認
められなかった。○当該製品は配線穴がパテ埋
めされておらず、内部にムカデの死骸が認めら
れた。●当該製品内部の端子台のねじ接続部に
おいて異常発熱が発生し、出火に至ったものと
考えられるが、接続部の焼損が著しいことから
、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には
至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/07/24)パワーコンディショナ（
太陽光発電システム用）

オムロン（株）

ＫＰ５５Ｋ２

( 火災 )

A201800241

2018-0564

2018/06/27

(事故発生地)

大阪府

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品の使用を開始して外
出したところ、約３時間後に当該製品付近の床
面から炎が上がった。○当該製品の焼損は著し
く、樹脂部品の大部分が焼失していた。○電源
基板、電源コード、サーミスター等の残存する
電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○
操作基板、満水検知用マイクロスイッチ等の電
気部品は確認できなかった。○事故発生の２週
間前、使用者が電源コード取付部を分解し、修
理していた。●当該製品の残存する電気部品に
出火の痕跡は認められなかったが、焼損が著し
く、確認できない部品があったことから、製品
起因か否かを含め、事故原因の特定には至らな
かった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/07/27)除湿乾燥機

（株）カンキョー

ＤＢＣ－Ｔ

( 火災 )

A201800243

2018-0682

2018/07/17

(事故発生地)

神奈川県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、○当該製品は、樹脂製の外郭及
びファンが焼失していた。○熱交換器のアルミ
フィンが焼失していた。○制御基板のコンプレ
ッサー駆動用パワートランジスターモジュール
を実装している箇所が焼失していた。○内外連
絡線の接続用端子台の各端子、モーター巻線、
リアクター等のその他の電気部品に出火の痕跡
は認められなかった。●当該製品の焼損は著し
く、制御基板の一部が焼失して確認できないこ
とから、製品起因か否かを含め、事故原因の特
定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/07/27)エアコン（室外機）

シャープ（株）

ＡＵ－Ｋ２２ＧＹ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0014

A201800245

2018-0684

2018/07/13

(事故発生地)

青森県

　当該製品の内部部品を焼損する火災が
発生した。

　調査の結果、○当該製品を使って調理を行っ
た２時間３０分後に、異音がして当該製品から
発煙した。○当該製品の外観に焼損は認められ
なかった。○機器内部の右こんろ用巻線を制御
する基板のコネクターとリレー間が焼損し、基
板が炭化していた。○制御基板下の基板ベース
に液体の付着が認められた。○トッププレート
表面に液体の付着は認められなかったが、トッ
ププレート裏側の機器前方側及び操作パネル上
部に、液体の付着跡が認められた。○使用者は
普段から未使用時でも当該製品の主電源を入れ
た状態にしていた。●当該製品は、機器前方か
ら内部に液体が浸入し制御基板に付着したため
、トラッキング現象が生じて発煙したものと推
定されるが、液体が浸入した経緯が不明であり
、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には
至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/07/27)ＩＨ調理器

松下電器産業（株）（現　
パナソニック（株））

ＫＺ－ＭＳ３３Ｃ

( 火災 )

A201800266

2018-0728

2018/07/31

(事故発生地)

山形県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、○当該製品は樹脂部品が全て焼
失し、モーター部のみ残存した状態であった。
○モーター軸は固着していなかったが、モータ
ー軸受に摩耗によるがたつきが認められた。○
モーター巻線の口出部に溶融痕が認められたが
、巻線部には溶融痕は認められなかった。○当
該製品は３２年前に設置されていた。○使用者
はファンとルーバーの間にレンジフード用フィ
ルターを装着していた。○使用者は、数日前よ
り当該製品のファンが回っていないことを認識
していたが、電源を入れたままにしていた。●
当該製品は、長期使用（３２年）により、モー
ターがロックしたことで巻線が過熱し、出火し
たものと考えられるが、使用者がファンとルー
バーの間にフィルターを設置したことも事故発
生に影響した可能性が考えられ、製品起因か否
かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/08/03)換気扇

松下精工（株）（現　パナ
ソニック　エコシステムズ
（株））

ＦＹ－０８Ｐ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0015

A201800279

2018-0752

2018/06/25

(事故発生地)

千葉県

　異音がしたため確認すると、当該製品
を焼損し、周辺を汚損する火災が発生し
ていた。

　調査の結果、○当該製品は、表面の液晶表示
部に割れが認められ、表示部の左側面の嵌合部
が破損し開口しており、製品内部から焼損して
いた。○当該製品の内蔵リチウムイオン電池セ
ルが著しく焼損していた。○電池セルの近くに
ある内部カバーの止めねじが外れており、焼損
した電池セルにねじがめり込んでいた。○事故
発生前に当該製品本体が開封されたか否か、内
部部品カバーの止めねじが外されたか否か、不
明であった。●当該製品内部にねじが混入した
ため、内蔵リチウムイオン電池セルを損傷して
異常発熱し焼損したものと推定されるが、ねじ
が混入した原因が不明のため、製品起因か否か
を含め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/08/09)携帯電話機（スマートフ
ォン）

Ａｐｐｌｅ　Ｊａｐａｎ（
同）

ｉＰｈｏｎｅ　７　Ｐｌｕ
ｓ　ＭＮＲＡ２Ｊ／Ａ

( 火災 )

A201800296

2018-0787

2018/08/03

(事故発生地)

大阪府

　店舗で当該製品を焼損する火災が発生
した。

　調査の結果、○当該製品は電源が入った状態
で、店舗の倉庫として使用されていた無人の部
屋に設置されていた。○外観上、天板のドア等
の樹脂部が焼損しており、機械室に著しい焼損
が認められた。○ファンモーターのモーター軸
が固着していたが、内部に出火の痕跡は認めら
れなかった。○機械室内に取り付けられた冷凍
室用の温調器は、制御基板の一部のみが残存し
ており、その他の部分は状態を確認できなかっ
た。○コンプレッサー、始動リレー、端子台、
電源コード等のその他の電気部品に出火の痕跡
は認められなかった。●当該製品は、機械室か
ら出火したものと考えられるが、焼損が著しく
、確認できない部品があったことから、製品起
因か否かを含め、事故原因の特定には至らなか
った。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/08/17)電気冷凍庫

（株）ダイレイ

ＤＦ－３００Ｄ３

( 火災 )

A201800303

2018-0802

2018/08/06

(事故発生地)

青森県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品は、樹脂製の外郭が
著しく焼損し、残存している樹脂部も溶融し著
しく変形した状態であった。○ファンモーター
は焼損し脱落していたが、出火の痕跡は認めら
れなかった。○電源プラグに異常は認められな
かった。○制御基板、端子板及び電源コードの
一部は確認できなかった。●当該製品の残存す
る部品に出火の痕跡は認められなかったが、焼
損が著しく、制御基板等の一部の電気部品が確
認できなかったことから、製品起因か否かを含
め、事故原因の特定はできなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/08/22)エアコン

パナソニック（株）

ＣＳ－２５６ＣＦ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0016

A201800304

2018-0801

2018/08/10

(事故発生地)

東京都

　当該製品のＡＣアダプター及び周辺を
焼損する火災が発生した。

　当該製品のＡＣインレットソケットと電源コ
ードのＡＣインレットプラグの接続部で異常発
熱し、出火に至ったものと推定されるが、焼損
が著しく、異常発熱の原因が不明のため、製品
起因か否かを含め、事故原因の特定には至らな
かった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/08/22)ノートパソコン

（株）東芝（現　Ｄｙｎａ
ｂｏｏｋ（株））

ｄｙｎａｂｏｏｋ　ＴＸ／
６８Ｈ

( 火災 )

A201800324

2018-0864

2018/08/01

(事故発生地)

千葉県

　当該製品及び建物１棟を全焼、１０棟
を類焼する火災が発生し、２名が死亡し
た。

　調査の結果、○事故発生時、当該製品が使用
されていたか否かは確認できなかった。○当該
製品の焼損は著しく、大部分の樹脂部品は焼失
し、原形をとどめていなかった。○ファンモー
ターに出火の痕跡は認められなかった。○確認
できた端子台、リレー、電解コンデンサー等の
電気部品の焼損は著しく、残骸として一部部材
が確認できる程度であった。○電源コード、電
源基板、制御基板、内部配線等の電気部品は確
認できなかった。●当該製品の焼損は著しく、
確認できない部品があったことから、製品起因
か否かを含め、事故原因の特定には至らなかっ
た。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/08/30)エアコン

三菱電機（株）

ＭＳＺ－ＧＥ２２１６

( 火災  死亡 )

A201800332

2018-0880

2018/08/05

(事故発生地)

京都府

　当該製品をズボンの後ろポケットに入
れていたところ、当該製品が発熱、発火
し、臀部に火傷を負った。

　調査の結果、○当該製品は正面左側面に焼損
が認められた。○当該製品内部のリチウムイオ
ン電池セルに焼損が認められ、電池セルは、格
納部左側で外れたディスプレイ用のねじを挟ん
でおり、電極体にねじがあった箇所を起点とし
た放射状のしわが認められた。○当該製品は、
事故発生の２日前に事業者の認定を受けた修理
店で、電池セルが交換されていたが、交換作業
時の記録等の詳細は不明であった。○事業者の
指定する正規の電池セル交換作業において、デ
ィスプレイ用のねじを取り外す工程はなかった
。●当該製品は、製品内部で外れたねじによっ
てリチウムイオン電池セルが損傷し、内部短絡
が生じて出火に至ったものと考えられるが、ね
じが外れた原因が不明のため、製品起因か否か
を含め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/09/04)携帯電話機（スマートフ
ォン）

Ａｐｐｌｅ　Ｊａｐａｎ（
同）

ｉＰｈｏｎｅ　７　Ｐｌｕ
ｓ　ＭＮ６Ｑ２Ｊ／Ａ

( 重傷 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0017

A201800333

2018-0881

2018/07/00

(事故発生地)

東京都

　商業施設で当該製品を使用中、当該製
品を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品は、照明器具（シャ
ンデリア）の調光用に使用されており、光源の
ＬＥＤランプを白熱ランプに交換して使用した
ところ、１時間後に当該製品から発煙した。○
事故発生当時のボリュームつまみの位置等、詳
細な使用状況は不明であった。○当該製品の確
認ができず、焼損状況等は調査できなかった。
○当該製品の最大負荷電力は３００Ｗであった
が、１２００Ｗの白熱電球を照明器具に取り付
けて使用されていた。●当該製品は、最大負荷
電力を超えた状態で使用されていたため、異常
発熱し焼損したものと推定されるが、当該製品
の確認ができず、詳細な使用状況が不明であっ
たことから、製品起因か否かを含め、事故原因
の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/09/05)調光器

トヨスター（株）（大光電
機（株）ブランド）

ＬＺＡ－９０３０６Ｅ（大
光電機（株）ブランド）

( 火災 )

A201800336

2018-0741

2018/07/29

(事故発生地)

愛知県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品の焼損は著しく、羽
根を含めて樹脂部品は全て焼失していた。○モ
ーター、電源コード及び内部配線は焼損してい
たが、溶融痕等の出火の痕跡は認められなかっ
た。○電源スイッチは、焼失して確認できなか
った。●当該製品の残存する電気部品に出火の
痕跡は認められなかったが、焼損が著しく、電
源スイッチが確認できないことから、製品起因
か否かを含め、事故原因の特定には至らなかっ
た。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/09/05)扇風機

燦坤日本電器（株）

Ｋ－８５２９ＮＢ

( 火災 )

A201800341

2018-0890

2018/08/14

(事故発生地)

大阪府

　当該製品を焼損し、周辺を溶融する火
災が発生した。

　調査の結果、○事故発生時、当該製品が取り
付けられていた車は、駐車中でドアは施錠され
ており、当該製品に電源供給はされていなかっ
た。○車内は運転席側の天井部の焼損が著しく
、フロントガラスのパッキンは当該製品の取付
箇所付近であり、著しく焼損していた。○内蔵
のリチウムポリマー電池セルは、正極板、負極
板ともに大部分が残存していたが、電極体の中
層部では、両極の同一部位が欠損し、欠損部の
縁が溶融していた。○内部基板等のその他の電
気部品に出火の痕跡は認められなかった。●当
該製品は、リチウムポリマー電池セルの内部短
絡により異常発熱して出火したものと推定され
るが、焼損が著しく、事故発生時の詳細な状況
が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原
因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/09/07)映像録画装置（ドライブ
レコーダー）

（株）ユピテル

ＤＲＹ－ｍｉｎｉ１Ｘ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0018

A201800344

2018-0905

2018/07/25

(事故発生地)

滋賀県

　宿泊施設で当該製品を充電中、当該製
品及び周辺を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○本体外郭のアルミ製ケースは
リチウムポリマー電池セルの搭載部が溶融して
穴が空いていた。○内部の電池セルが著しく焼
損しており、電池セルの下部が開口していた。
○電池セルの電極体下部には粒状の金属溶融物
が認められ、残存する銅の負極板には下側に損
傷が認められた。○当該製品の充電は、他社製
のＡＣアダプターで行われていたが、ＡＣアダ
プターの型式や定格出力等の詳細は不明であっ
た。○当該製品はバッテリー残量の減りが早く
なっていた。●当該製品のリチウムポリマー電
池セルが異常発熱して出火に至ったものと推定
されるが、焼損が著しく、事故発生時の詳細な
状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事
故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/09/07)携帯電話機（スマートフ
ォン）

Ａｐｐｌｅ　Ｊａｐａｎ（
同）

ｉＰｈｏｎｅ　５　ＭＥ
０３９Ｊ／Ａ

( 火災 )

A201800349

2018-0936

2018/09/03

(事故発生地)

栃木県

　店舗で当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生した。

　調査の結果、○当該製品は、屋根のある屋外
に設置されていた。○機械室内及び機械室周囲
の断熱材、外郭に著しい焼損が認められた。○
温度調節器に使用されていたリレー出力端子及
び接点金具に溶融痕が認められた。○温度調節
器の基板の銅箔パターンに溶融痕が認められた
。○その他の電気部品に異常は認められなかっ
た。●当該製品の温度調節器内部においてトラ
ッキング現象が生じ、出火したものと推定され
るが、トラッキング現象に至った原因が不明の
ため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定
には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/09/11)電気冷凍庫

（株）ダイレイ

ＤＦ－５００Ｄ

( 火災 )

A201800350

2018-0849

2018/08/13

(事故発生地)

愛知県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、○当該製品を入れたスーツケー
スを倒して開いたところ、当該製品から発煙し
、焼損した。○当該製品は外郭ケースが焼損し
、内部のリチウムイオン電池セル及び制御基板
が露出していた。○電池セル３個は全て焼損し
、中央の電池セルは内部電極の焼損が著しく、
正極の大部分が焼失し、負極に溶融痕が認めら
れた。○制御基板は焼損していたが、出火の痕
跡は認められなかった。●当該製品は、内部の
リチウムイオン電池セルが内部短絡したため、
異常発熱して出火したものと推定されるが、電
池セルの焼損が著しく、事故発生以前の詳細な
使用状況が不明のため、製品起因か否かを含め
、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/09/11)リチウム電池内蔵充電器

カイセ（株）（（株）日立
オートパーツ＆サービスブ
ランド）

ＰＳ－１８０００（（株）
日立オートパーツ＆サービ
スブランド）

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0019

A201800368

2018-0975

2018/06/17

(事故発生地)

神奈川県

　当該製品を使用中、当該製品に左足を
当て、負傷した。

　調査の結果、○使用者が台の上に乗り、当該
製品を使用後、降りる際に当該製品の本体につ
いているポリカーボネート製の収納フック先端
に左脚すねの外側が当たり、裂傷を負った。○
当該製品の写真を確認したところ、収納フック
にバリは認められなかった。○同等品収納フッ
クの上端部に対して、シャープエッジテスター
を用いて、ＵＬ－１４３９規格に準拠した試験
を実施した結果、異常は認められなかった。●
当該製品の詳細が確認できず、事故発生時の詳
細な状況も不明のため、製品起因か否かを含め
、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/09/19)電気掃除機

ダイソン（株）

ＤＣ２６

( 重傷 )

A201800369

2018-0488

2018/06/21

(事故発生地)

東京都

　事務所で当該製品を使用中、当該製品
の内部部品を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品の外観に焼損等の異
常は認められなかった。○当該製品の背面下部
にある循環ポンプ起動用コンデンサーの端子部
に焼損が認められた。○循環ポンプ起動用コン
デンサーの取付部周辺に白色の付着物が認めら
れた。○白色の付着物がアルカリ性を示し、食
器洗い機用の洗剤に含まれるクエン酸が検出さ
れた。○当該製品の付属排水ホースに著しい損
傷は認められなかった。○その他の電気部品に
出火の痕跡は認められなかった。●当該製品の
循環ポンプ起動用コンデンサーの端子部に洗剤
を含む排水が浸入して付着したため、短絡が生
じて異常発熱し、焼損したものと推定されるが
、排水漏れが生じた部位、排水漏れの要因及び
排水の浸入経路が特定できず、製品起因か否か
を含め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/09/20)食器洗い乾燥機（ビルト
イン式）

（株）ツナシマ商事

Ｄ５５５６

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0020

A201800372

2018-0988

2018/09/02

(事故発生地)

宮城県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、○使用者が当該製品を湯から取
り出し、衣類が入った洗濯機に当該製品を入れ
たところ出火した。○当該製品は、湯から取り
出すと水位センサーが作動してヒーターへの通
電が止まる仕様であった。○当該製品のヒータ
ー部が著しく焼損していた。○水位センサーシ
ャフトは焼損し、センサーの動作状況は確認で
きなかった。○ヒーター部表面はステンレス製
であったが、一部腐食していた。○ヒーター部
に内蔵されている水位センサー基板に砂粒のこ
びりつき、さび及び部品のクラックが認められ
た。○清掃後のセンサー基板の動作に異常は認
められなかったが、事故発生時の状態での動作
確認はできなかった。○コントローラー部、電
源コード及び電源プラグに異常は認められなか
った。○取扱説明書には手入れ方法として、「
月１回、保護カバーを取り外してヒーター部表
面を洗う。」旨、記載されているが、使用者は
当該製品の手入れをしていなかった。●使用者
が当該製品を通電させた状態で湯から取り出し
衣類に接触させたことで、衣類が焼損したもの
と推定されるが、湯から取り出した際に水位セ
ンサーが作動せず加熱が継続した原因が不明の
ため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定
には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/09/21)投げ込み式湯沸器

クマガイ電工（株）

ＳＣＨ－９０１

( 火災 )

A201800381

2018-1038

2018/09/05

(事故発生地)

神奈川県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生し、１名が軽傷を
負った。

　調査の結果、○当該製品の焼損は著しく、外
郭樹脂が焼失していた。○電源基板及び制御基
板の大部分は焼失して確認できなかった。○電
源コードは被覆が焼失して機器側から断線し約
５２㎝欠損していたが、断線部に溶融痕は認め
られなかった。○ファンモーター、電源トラン
ス等の残存する電気部品に出火の痕跡は認めら
れなかった。●当該製品の残存する部品に出火
の痕跡が認められなかったが、詳細な使用状況
が不明であり、焼損が著しく確認できない部品
があったことから、製品起因か否かを含め、事
故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/10/01)エアコン

ダイキン工業（株）

ＡＮ２２０６Ｘ－Ｗ８

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0021

A201800383

2018-1005

2018/09/18

(事故発生地)

兵庫県

　当該製品を使用中、当該製品を焼損し
、周辺を汚損する火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品の外郭樹脂が焼失し
ており、電装部付近が著しく焼損していた。○
ファンモーターの外郭は焼損し、電源用配線と
隣接するアース用配線の２本がコネクター付近
で焼失していた。○ファンモーターの電源用端
子は内部基板のはんだ付け部まで焼失していた
が、アース用端子とその間の空き端子のはんだ
付け部は残存していた。○電源コード、制御基
板等のその他の電気部品に出火の痕跡は認めら
れなかった。○当該製品は事故発生後に水洗い
されており、電気部品の付着物等の詳細は確認
できなかった。○使用者は、当該製品を１６年
前に購入しており、事故発生以前にエアコン洗
浄を行ったことはなかったとの申出内容であっ
た。●当該製品は、ファンモーターのコネクタ
ー付近から出火したものと推定されるが、焼損
が著しく、事故発生以前の詳細な状態が不明の
ため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定
には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/10/01)エアコン

三菱電機（株）

ＭＳＺ－Ｚ２２ＬＶ５

( 火災 )

A201800385

2018-0888

2018/08/24

(事故発生地)

三重県

　当該製品を使用中、建物１棟を全焼、
２棟を類焼する火災が発生した。

　調査の結果、○車庫内で、中性洗剤で洗浄し
たバイクの燃料タンクを乾燥させるため、当該
製品の吹出口を燃料タンクの給油口に差し込み
、電源を入れた状態で放置したところ、約２時
間後に車庫及び自宅を全焼する火災が発生した
。○当該製品の樹脂製外郭ケースは著しく焼損
していた。○ファンモーターのステーター巻線
に溶融痕が認められた。○ノイズ除去用コンデ
ンサーは、内部素子が僅かに吹き出していたが
、コンデンサーの外郭樹脂の大部分が残存し、
表面に比べて内面の焼損が少ないことから、二
次的に生じたものと判断した。○電源コード、
電源スイッチ及び速度切替スイッチに、溶融痕
等の出火の痕跡は認められなかった。●当該製
品の焼損は著しく、事故発生時の詳細な状況が
不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因
の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/10/03)送風機（携帯型）

藤原産業（株）

ＥＢＬ－５００Ｖ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0022

A201800387

2018-1015

2018/09/24

(事故発生地)

北海道

　寮で当該製品を焼損する火災が発生し
た。

　調査の結果、○当該製品の外観は著しく焼損
し、樹脂ケースは一部溶融していた。○内蔵の
リチウムポリマー電池セルは、ラミネートフィ
ルムが焼失し、内部の部品も銅箔以外の大部分
が焼失した状態であった。○制御基板に出火の
痕跡は認められなかった。○使用者は当該製品
に衝撃等を加えていないとの申出内容であった
。●当該製品のリチウムポリマー電池セルが異
常発熱して出火したものと推定されるが、電池
セルの焼損が著しく、製品起因か否かを含め、
事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/10/04)リチウム電池内蔵充電器

ＢＥＧＡＬＯ　ＪＡＰＡＮ
（株）

１００ＰＢ１６－１４９Ｗ
Ｈ

( 火災 )

A201800389

2018-1065

2018/09/17

(事故発生地)

大阪府

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、○当該製品の設置された部屋は
、台風被害で天井に雨漏りが生じ、カビが生え
て異臭がしており、床に水滴を受けるための衣
装ケースやバケツが置かれていた。○当該製品
は全体的に著しく焼損し、シェード等の樹脂部
品の大部分が焼失していた。○当該製品は、ス
イッチ接点の位置から全灯状態であったと認め
られた。○環形蛍光ランプ用のソケットは、雨
水が浸入した痕跡が認められ、内側の樹脂が炭
化していたが、外側の樹脂に炭化は認められな
かった。○蛍光ランプのピン端子及びソケット
端子に溶融等の出火の痕跡は認められなかった
が、一部の端子が確認できなかった。○安定器
とソケットを接続する内部配線に確認できない
部分があった。○安定器、スイッチ等のその他
の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。
●当該製品は、ソケット端子付近から出火に至
った可能性が考えられるが、焼損が著しく、確
認できない部品があったことから、製品起因か
否かを含め、事故原因の特定には至らなかった
。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/10/04)照明器具

松下電工（株）（現　パナ
ソニック（株））

不明

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0023

A201800392

2018-1029

2018/09/24

(事故発生地)

京都府

　当該製品を使用中、当該製品の電源コ
ード部及び周辺を焼損する火災が発生し
た。

　調査の結果、○当該製品は照明付きの扇風機
で、照明と扇風機を各々独立してオンオフでき
る製品であった。○当該製品は約４８年前に購
入されたもので、約２０年前からは主に常夜灯
として使用されており、扇風機としては使用さ
れていなかった。○当該製品の電源プラグは脱
衣所の壁コンセントに接続されており、電源コ
ードは脱衣所の引き戸を経由して引き回されて
いた。○当該製品は、背面側で著しく焼損して
いた。○電源コードは本体背面の口出部から約
３７ｃｍ離れた箇所で断線しており、断線部に
溶融痕が認められたが、一次痕か二次痕かの特
定には至らなかった。○扇風機用ファンのスイ
ッチのみオンで、照明はオフであった。○ファ
ンモーターの巻線は断線しており、断線部に溶
融痕が認められた。○照明用のソケット等のそ
の他の電気部品に出火の痕跡は認められなかっ
た。●当該製品は、ファンモーターの巻線にレ
イヤショートが生じて異常発熱し、出火に至っ
た可能性が考えられるが、焼損が著しく、事故
発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か
否かを含め、事故原因の特定には至らなかった
。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/10/05)扇風機

松下精工（株）（現　パナ
ソニック　エコシステムズ
（株））

Ｆ－１０ＬＡ

( 火災 )

A201800396

2018-1076

2018/09/06

(事故発生地)

愛知県

　異音がしたため確認すると、当該製品
及び周辺を焼損する火災が発生していた
。

　調査の結果、○当該製品の焼損は著しく、上
部の冷却ユニットの樹脂製外郭ケースが焼失し
、金属製の外装パネル、庫内ケース等は変形し
ていた。○電源コードは断線していたが、残存
する芯線及び栓刃に溶融痕等の出火の痕跡は認
められなかった。○コンプレッサーは、巻線抵
抗値に異常はなく、配線接続部及びオーバーロ
ードリレーに溶融痕等の出火の痕跡は認められ
なかった。○基板、コンプレッサー用運転コン
デンサー、送風ファン等のその他の電気部品は
、焼失して確認できなかった。●当該製品の残
存する電気部品に出火の痕跡は認められなかっ
たが、焼損が著しく、確認できない部品があっ
たことから、製品起因か否かを含め、事故原因
の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/10/11)電気冷蔵庫

大和冷機工業（株）（象印
ラコルト（株）ブランド）

ＲＺ－ＤＨ１４２ＳＨ（象
印ラコルト（株）ブランド
）

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0024

A201800398

2018-0992

2018/08/29

(事故発生地)

富山県

　当該製品を使用中、建物を全焼する火
災が発生した。

　調査の結果、○当該製品の焼損は著しく、原
形をとどめていなかった。○ヒーター線、ファ
ンモーター、電源コード等、当該製品の残存す
る電気部品に出火の痕跡は認められなかった。
○メイン基板、電源回路基板、湿度検知用基板
、リバースモーター、サーミスター及び温度ヒ
ューズは確認できなかった。●当該製品の残存
する電気部品に出火の痕跡は認められなかった
が、焼損が著しく確認できない部品があったこ
とから、製品起因か否かを含め、事故原因の特
定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/10/11)除湿乾燥機

パナソニック　エコシステ
ムズ（株）

Ｆ－ＹＣ８０ＺＬＸ

( 火災 )

A201800399

2018-1099

2018/08/27

(事故発生地)

神奈川県

　使用者（８０歳代）が当該製品を使用
中、当該製品の持ち手内部が破損して蒸
気が漏れ、右手に火傷を負った。

　調査の結果、○当該製品のスチームレバー外
観に傷や変形等の異常は認められなかったが、
水を入れて通電したところ、スチームレバー付
近から蒸気の噴出が認められた。○スチームレ
バー内部において、高温の蒸気が通るノズルパ
イプとホースの接続部が破断していた。○ノズ
ルパイプのホースと接続するノズルパイプ先端
部に、内壁のはがれや多数の亀裂が認められた
。○ノズルパイプ先端部分の破断面は白化し、
樹脂の強度は著しく低下していた。○ホース内
部に残っていた折損したノズルパイプ樹脂の破
片の長さは、ノズルパイプ先端部とホースを接
続していた金属バンドの幅と同等であった。○
当該製品の金属バンドは確認できなかった。●
当該製品は、スチームレバー内部の樹脂製ノズ
ルパイプとホースの接続部に負荷がかかり、金
属バンドで固定している部分の樹脂製ノズルパ
イプが劣化して破損し、高温の蒸気が漏れて事
故に至ったものと推定されるが、事故発生以前
の詳細な使用状況が不明であり、金属バンドを
確認することができなかったことから、製品起
因か否かを含め、事故原因の特定には至らなか
った。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/10/12)スチームクリーナー

ケルヒャージャパン（株）

ＳＣ２．５００Ｃ

( 重傷 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0025

A201800400

2018-1100

2018/10/01

(事故発生地)

静岡県

　工場で当該製品内部を焼損する火災が
発生した。

　調査の結果、○当該製品は、海岸から約
８００ｍ離れた工場に設置され、作業中はシャ
ッター及び窓が開けられていた。○当該製品は
、上面にほこりが付着していた。○内部のメイ
ン基板は、太陽電池モジュール入力側のノイズ
フィルター回路部分が焼損し、両極の銅箔パタ
ーン間が焼失して穴が空き、銅箔パターンが僅
かに溶融していた。○両極間を直列に接続して
いるフィルムコンデンサーが焼失し、フィルム
コンデンサー同士をつなげる中継用銅箔パター
ン部が焼失していた。○メイン基板から外れた
電解コンデンサーは、脚の片側が外れて基板に
残存し、残存した脚及び周辺の銅箔パターンに
溶融が認められた。○電源基板、制御基板、接
続端子台及びリアクターに出火の痕跡は認めら
れなかった。●当該製品は、メイン基板でトラ
ッキング現象が発生して出火したものと推定さ
れるが、焼損が著しく、確認できない部品があ
ったことから、製品起因か否かを含め、事故原
因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/10/12)パワーコンディショナ（
太陽光発電システム用）

三洋電機（株）（パナソニ
ック（株）ブランド）

ＶＢＰＣ２５５Ａ５（パナ
ソニック（株）ブランド）

( 火災 )

A201800403

2018-0977

2018/08/17

(事故発生地)

奈良県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生し、１名が死亡、
１名が重傷、１名が軽傷を負った。

　調査の結果、○使用者は、コンセント付きの
二段ベッドの下段で当該製品を使用し、その場
を離れた後、ベッド下段から炎が上がった。○
当該製品はベッド上段の桟をクリップで挟み込
んで取り付けられていた。○電源コードはシェ
ード口出部で断線し、溶融していた。○装着さ
れた電球及び当該製品のソケット部は焼損して
いたが、出火の痕跡は認められなかった。○シ
ェードは、先端側が著しく焼損して塗装がなく
なっていたが、後のソケット側では塗装が残っ
ていた。●当該製品の焼損は著しく、事故発生
時の詳細な使用状況が不明のため、製品起因か
否かを含め、事故原因の特定には至らなかった
。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/10/15)照明器具（クリップライ
ト）

（株）ニトリ

ＬＳ－２１１２ＢＫ

( 火災  死亡  重傷 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0026

A201800412

2018-1127

2018/09/21

(事故発生地)

埼玉県

　事務所で当該製品及び周辺を焼損する
火災が発生した。

　調査の結果、○事務所において、爆発音がし
たため確認すると、机の上に置いていた当該製
品及び書類等が焼損していた。○当該製品は著
しく焼損し、制御基板等の大部分が焼失してい
た。○当該製品内蔵のリチウムイオン電池セル
は著しく焼損し、原形をとどめておらず、確認
できた負極銅箔の一部に溶融が認められ、正極
アルミ箔及びセパレーターは焼失し、確認でき
なかった。○当該製品の出力端子（出力電圧
１２Ｖ）に他社製のＡＣアダプター（出力電圧
１５Ｖ）のＤＣプラグが接続されていたが、Ａ
Ｃアダプターがコンセントに接続されていたか
否かは確認できなかった。○同等品の出力端子
に出力電圧以上の電圧を印加すると、電池セル
は過電圧で充電された。●当該製品のリチウム
イオン電池セルが異常発熱して出火したものと
推定されるが、焼損が著しく、事故発生以前の
詳細な状況等が不明のため、製品起因か否かを
含め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/10/18)リチウム電池内蔵充電器

（有）ハナマル

Ｅ－Ｐｏｗｅｒ－１０７

( 火災 )

A201800444

2018-1069

2018/07/13

(事故発生地)

石川県

　事務所のトイレで当該製品及び周辺を
焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品は他社製インバータ
ー式照明器具に取り付けて使用されていた。○
事故発生当時、照明器具の電源スイッチの入切
は不明であった。○事故発生後、当該製品及び
照明器具が廃棄されたため、詳細な確認はでき
なかった。○照明器具に当該製品を取り付ける
際、安定器のバイパス工事を行う必要があるが
、安定器のバイパス工事が行われていなかった
。○当該製品が取り付けられていた照明器具に
出火の痕跡は認められなかった。●当該製品を
照明器具に取り付ける際に必要な安定器のバイ
パス工事が行われていなかったため、出火に至
ったものと推定されるが、当該製品の詳細が確
認できなかったことから、製品起因か否かを含
め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/11/02)ＬＥＤランプ（直管形）

ルミーテック（株）

Ａ５－Ｐ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0027

A201800450

2018-1279

2018/10/06

(事故発生地)

静岡県

　当該製品を使用中、当該製品を焼損す
る火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品は、内部の鉛バッテ
リー、ゴム製燃料ホース及びエアフィルター周
辺が焼損していた。○燃料コックからキャブレ
ターまでのゴム製燃料ホースが焼失していた。
○バッテリーは一部焼損し、接続端子に溶融が
認められた。○使用者は、当該製品のバッテリ
ーを２～３か月前に交換したが、バッテリーの
接続端子形状が違ったため、電源配線をテープ
で固定していた。●当該製品は、ゴム製燃料ホ
ース付近からガソリンが漏れ、さらに鉛バッテ
リー接続端子部の接触不良による火花が発生し
たため、気化したガソリンに引火して出火した
ものと考えられるが、ゴム製燃料ホースが焼失
して確認できないことから、製品起因か否かを
含め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/11/06)発電機（携帯型）

ヤンマーエネルギーシステ
ム（株）

ＹＧＷ１５０ＳＳ－３

( 火災 )

A201800457

2018-1289

2018/09/23

(事故発生地)

静岡県

　当該製品を充電中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品は樹脂製外郭ケース
が焼損し、内部の制御基板及びリチウムイオン
電池セルが露出していた。○制御基板は焼損し
ていたが、出火の痕跡は認められなかった。○
電池セル３個の焼損は著しく、内部電極も焼損
していた。○当該製品の充電に使用していたＡ
Ｃアダプターに異常は認められなかった。●当
該製品は、内部のリチウムイオン電池セルが内
部短絡したため、異常発熱して出火したものと
推定されるが、電池セルの焼損が著しく、事故
発生以前の詳細な使用状況が不明のため、製品
起因か否かを含め、事故原因の特定には至らな
かった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/11/08)リチウム電池内蔵充電器

（株）ニアバイダイレクト
ジャパン（現　（株）ＳＵ
ＮＶＡＬＬＥＹ　ＪＡＰＡ
Ｎ）

ＲＰ－ＰＢ０４８

( 火災 )

A201800460

2018-1291

2018/10/18

(事故発生地)

東京都

　当該製品を使用中、当該製品の電源プ
ラグ部を焼損し、周辺を汚損する火災が
発生した。

　調査の結果、○当該製品の電源プラグの栓刃
は、両極ともカシメ部近傍の板厚が薄くなった
ところで破断し、破断部近傍に変形が認められ
た。○一方の栓刃には、破断面に溶融痕が認め
られ、周辺の樹脂部材は著しく焼損していた。
○もう一方の栓刃については、栓刃の内側に擦
れ傷が認められたものの、周辺の焼損は軽微で
あった。○カシメ接続部の状態等、電源プラグ
内部の詳細については確認できなかった。○本
体や電源コードに出火の痕跡は認められなかっ
た。●当該製品は、電源プラグ内部のカシメ部
近傍で異常発熱したことで、カシメ部直近の板
厚が薄くなったところで栓刃が溶断し焼損した
可能性が考えられるが、カシメ部の詳細が確認
できず、詳細な使用状況も不明であることから
、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には
至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/11/09)ヘアドライヤー

パナソニック（株）

ＥＨ－ＮＡ９１

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0028

A201800481

2018-1121

2018/10/10

(事故発生地)

富山県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○電源コードに溶融痕が認めら
れた。○ヒーター、メインモーター、マイクロ
スイッチ等の残存部分には、出火の痕跡は認め
られなかった。○当該製品の焼損は著しく、メ
イン基板、ローターサーミスター、弁スイッチ
は確認できなかった。○当該製品は電源コード
が引っ張られて、本体の角で外力が加わるよう
な向きで設置されていたとの申出内容であった
。●当該製品の焼損は著しく、確認できない部
品があったことから、製品起因か否かを含め、
事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/11/20)除湿乾燥機

象印マホービン（株）

ＲＶ－ＥＤ５６

( 火災 )

A201800483

2018-1343

2018/11/06

(事故発生地)

宮城県

　建物３棟を全焼し、１棟が類焼する火
災が発生し、現場に当該製品があった。

　調査の結果、○当該製品は全体的に著しく焼
損し、下面に腐食が認められ、断熱材の大部分
が焼失していた。○始動コンデンサー及び接続
される配線は焼失していた。○圧縮機の巻線は
絶縁性能が低下していた。○始動リレー及びオ
ーバーロードリレーに出火の痕跡は認められな
かった。○確認できた配線に溶融痕等の異常は
認められなかったが、電源プラグ、電源コード
及び内部配線の一部は確認できなかった。●当
該製品の焼損は著しく、確認できない部品があ
ったことから、製品起因か否かを含め、事故原
因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/11/20)電気冷凍庫

松下冷機（株）（現　パナ
ソニック（株））

ＮＲ－ＦＣ４７Ｆ１

( 火災 )

A201800499

2018-1395

2018/10/29

(事故発生地)

東京都

　当該製品を焼損する火災が発生した。 　当該製品は、長期使用（２３年）により、
４０Ｗ用安定器の一次巻線の絶縁性能が低下し
たため、レイヤショートが生じて異常発熱し、
出火に至ったものと推定される。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。　なお、製造事業者であるオ
ーデリック（株）及び（一社）日本照明工
業会は、ホームページに点検・交換の推奨
時期、耐用年数を表示するとともに、長期
使用の製品に関する注意喚起を実施してい
る。

(受付:2018/11/29)照明器具

オーヤマ照明（株）（現　
オーデリック（株））

ＦＭ４０２１ＧＬＰ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0029

A201800543

2018-1452

2018/12/03

(事故発生地)

東京都

　施設のトイレで当該製品内部を焼損す
る火災が発生した。

　当該製品は、ヒーター端子に接続された電線
の圧着端子のカシメが不十分であったため、芯
線と圧着端子間が導通不良となり異常発熱し、
焼損に至ったものと推定される。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。　なお、製造事業者である（
株）ＬＩＸＩＬは、２０１７年生産分より
、電線の圧着端子の仕様を変更している。

(受付:2018/12/12)電気温水器

（株）ＬＩＸＩＬ

ＥＨＰＮ－ＣＡ２５ＥＣＶ
１

( 火災 )

A201800553

2018-1516

2018/11/29

(事故発生地)

静岡県

　当該製品を焼損し、周辺を汚損する火
災が発生した。

　調査の結果、○当該製品の個別スイッチ付き
４口タップに、電気オーブントースター（
１４１０Ｗ）、電気ミキサー（２５０Ｗ）及び
電気ケトル（１２５０Ｗ）が接続されていたが
、いずれも事故発生時に使用されていなかった
。○当該製品は、４口タップの電源コードに最
も近い個別スイッチ部分が焼損していた。○焼
損した個別スイッチは「切」の位置で焼損して
いた。○焼損した個別スイッチは、内部の可動
切片が確認できず、可動切片を保持する配線金
具及び可動切片とは異極側の配線金具に溶融が
認められた。○固定接点に荒れ等の接触不良の
痕跡は認められなかった。●当該製品は、４口
タップの個別スイッチ内部でトラッキング現象
が発生し、出火したものと推定されるが、個別
スイッチの焼損が著しく、確認できない部品が
あったことから、製品起因か否かを含め、事故
原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/12/18)延長コード

朝日電器（株）

ＷＬＳ－４２ＥＢ（Ｗ）

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0030

A201800577

2018-1588

2018/12/07

(事故発生地)

京都府

　事務所で当該製品を充電中、当該製品
及び周辺を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品内蔵のリチウムポリ
マー電池セルが、格納部を中心に著しく焼損し
ていた。○当該製品の液晶画面に放射状のひび
割れが認められた。○電池セルの取付位置が正
規の位置から上側に約１．５㎜ずれており、電
池セル上側にあった負極タブが著しく変形して
いた。○電池セルの正極板は焼失していたが、
負極板については、巻回体外周部下側に相当す
る箇所で、損傷及び熱変色が認められた。●当
該製品は、リチウムポリマー電池セルが異常発
熱して出火に至ったものと推定されるが、詳細
な使用状況が不明のため、製品起因か否かを含
め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/12/26)携帯電話機（スマートフ
ォン）

サムスン電子ジャパン（株
）（（株）ＮＴＴドコモブ
ランド）

ＳＣ－０２Ｈ（（株）ＮＴ
Ｔドコモブランド）

( 火災 )

A201800584

2018-1603

2018/12/17

(事故発生地)

福島県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　当該製品は、長期使用（１７年）により、装
着されていた蛍光ランプが寿命末期となった際
に異常放電が生じたため、ランプ管端部が異常
発熱し、焼損に至ったものと推定されるが、焼
損が著しく、事故原因の特定には至らなかった
。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。　なお、製造事業者であるパ
ナソニック（株）及び（一社）日本照明工
業会は、ホームページに点検・交換の推奨
時期、耐用年数を表示するとともに、長期
使用の製品に関する注意喚起を実施してい
る。

(受付:2018/12/28)照明器具

松下電工（株）（現　パナ
ソニック（株））

ＨＦＡ９００１Ｅ

( 火災 )

A201800594

2018-1617

2018/12/12

(事故発生地)

静岡県

　寮で当該製品に電気製品を接続して使
用中、当該製品の電源プラグ部及び周辺
を焼損する火災が発生した。（
A201800726と同一事故）

　調査の結果、○当該製品は、可動式電源プラ
グ部分が焼損していた。○電源プラグは、内部
の配線金具が両極とも溶融し、電源コードのカ
シメ部が焼失していた。○電源プラグの栓刃は
、片極の変色が強く、刃受金具との接触部周辺
に溶融痕が認められ、接続していたコンセント
の刃受金具に認められた溶融痕と形状及び位置
が一致した。●当該製品は、電源プラグ内部の
カシメ部での接触不良、又は電源プラグを接続
していたコンセントとの接触不良により異常発
熱し、電源プラグ内部でトラッキング現象が生
じて出火したものと考えられるが、電源プラグ
のカシメ部が焼失して確認できず、詳細な使用
状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事
故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/12/28)延長コード

松下電工（株）（現　パナ
ソニック（株））

ＷＨ２７３３ＴＮＰ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0031

A201800624

2018-1411

2018/11/30

(事故発生地)

北海道

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、○当該製品の発熱部が先端から
約５０ｃｍの部分で断線し、一部溶融した雨ど
いが付着し外装樹脂が焼失していた。○発熱部
の先端側は確認できなかった。○発熱部先端に
付いていたアース線部が断線して残存しており
、断線部に溶融痕が認められた。○その他の電
気部品に溶融痕等の異常は認められなかった。
●当該製品の発熱部先端付近から出火したもの
と推定されるが、発熱部先端側が確認できない
ため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定
には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/01/15)凍結防止用ヒーター（水
道用）

（株）北日本コーワ

ＡＷＬ－１６Ｔ

( 火災 )

A201800627

2018-1687

2018/12/26

(事故発生地)

富山県

　建物を全焼する火災が発生し、現場に
当該製品があった。

　調査の結果、○事故発生前、使用者は椅子に
座って足下に当該製品を置き、布団で当該製品
と膝を覆い、暖をとっていた。○当該製品に布
団を掛けたまま、他の部屋に移動したところ、
約５分後に当該製品付近から出火した。○当該
製品の焼損は著しく、石英管ヒーター用サーモ
スタット、タイマー及び転倒時オフスイッチは
確認できず、内部配線の接続端子に溶融が認め
られた。○取扱説明書には、「衣類やカーテン
等の可燃物のそばで使用しない。故障、事故の
原因になる。」旨、記載されている。●当該製
品に布団が接触して焼損したものと推定される
が、焼損が著しく、確認できない部品があった
ことから、製品起因か否かを含め、事故原因の
特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/01/16)電気ストーブ（温風機能
付）

（株）アピックスインター
ナショナル

ＡＤＨ－７１２

( 火災 )

A201800629

2018-1710

2018/12/30

(事故発生地)

東京都

　異音がしたため確認すると、当該製品
を焼損する火災が発生していた。

　調査の結果、当該製品の基板が短絡故障し、
エアコン用の個別ブレーカーが切れ、その後ブ
レーカーが再投入されたことにより、基板の欠
損部に過電流が流れて異常発熱し、焼損したも
のと推定されるが、基板の焼損が著しく、基板
が短絡故障した原因の特定には至らなかった。
　なお、取扱説明書には、「安全装置（ヒュー
ズ、ブレーカー、漏電遮断器）が度々切れると
き、すぐに販売店に連絡する。」旨、記載され
ている。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/01/17)エアコン（室外機）

ダイキン工業（株）

ＡＲ２２０６Ｘ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0032

A201800635

2018-1714

2019/01/06

(事故発生地)

愛知県

　店舗で当該製品を使用中、当該製品及
び周辺を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品は、自動車用バッテ
リーに溶着した状態で著しく焼損しており、内
部の制御基板及びエンジン始動用ケーブルは残
存していなかった。○内部のリチウムポリマー
電池セル３個のうち、２個が焼失して確認でき
なかった。○確認できた電池セルの焼損は著し
く、内部電極に溶融痕が認められた。●当該製
品は、内部のリチウムポリマー電池セルが内部
短絡したため、異常発熱して出火したものと考
えられるが、焼損が著しく、確認できない部品
があったことから、製品起因か否かを含め、事
故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/01/18)リチウム電池内蔵充電器

ドアーズインターナショナ
ル（同）

Ｓ－１５０

( 火災 )

A201800644

2018-1732

2018/12/24

(事故発生地)

山形県

　当該製品を使用中、当該製品内部を焼
損する火災が発生した。

　当該製品は、長期使用（３０年）により、Ｐ
ＴＣヒーター素子と電極板との間で接触不良等
が生じて異常発熱し、焼損に至ったものと推定
される。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/01/21)電気衣類乾燥機

（株）東芝（現　東芝ライ
フスタイル（株））

ＥＤ－Ｄ６００

( 火災 )

A201800646

2018-1625

2018/12/29

(事故発生地)

愛知県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品は、カーペット部分
の一部が焼損し、焼損部の上に置かれていた枕
等も焼損していた。○カーペット部分の焼損は
、裏面に比べて表面の焼損が強かった。○焼損
部のヒーター線は数か所で断線し、断線部の一
部に溶融痕が認められた。○焼損部の近くでヒ
ーター線に折れ跡が認められた。○コントロー
ラーに出火の痕跡は認められなかったが、異常
発熱等でヒーター線の発熱線と検知線が接触し
た際や検知線が断線した際に作動する安全装置
が作動していた。●当該製品は、ヒーター線の
一部が異常発熱して出火した可能性が考えられ
るが、事故発生時の状況や詳細な使用状況が不
明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の
特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/01/22)電気カーペット

ワタナベ工業（株）（（株
）山善ブランド）

ＨＵ－２０４（（株）山善
ブランド）

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0033

A201800655

2018-1736

2019/01/07

(事故発生地)

愛知県

　当該製品を使用中、当該製品を焼損す
る火災が発生した。

　当該製品は、電源コードのはんだ付け付近と
安全装置のリード線間で短絡が生じ、安全装置
内の抵抗器に過電流が流れて異常発熱して焼損
に至ったものと推定されるが、短絡が生じた原
因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/01/23)電気あんか

（株）広電

ＫＳＦ１５１－ＰＣ

( 火災 )

A201800659

2018-1784

2018/10/29

(事故発生地)

新潟県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、○当該製品は、全体的に著しく
焼損していた。○ドア検知スイッチ、リレー巻
線部、コントロール基板等の多くの電気部品が
確認できなかった。○高圧コンデンサー、ファ
ンモーター等の残存する電気部品に出火の痕跡
は認められなかった。●当該製品の残存する電
気部品に出火の痕跡は認められなかったが、焼
損が著しく確認できない部品があったことから
、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には
至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/01/24)電子レンジ

（株）山善

ＹＲＣ－Ｊ１６０（Ｒ）

( 火災 )

A201800660

2018-1781

2018/12/26

(事故発生地)

千葉県

　当該製品の内部部品を焼損する火災が
発生した。

　当該製品の電源基板の一次側回路にあるセラ
ミックコンデンサーに不具合品が混入したため
、コンデンサー内部で絶縁破壊が進行し、異常
発熱を生じて、発煙、焼損に至ったものと推定
される。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/01/24)液晶テレビ

ＬＧ電子ジャパン（株）（
現　ＬＧ　Ｅｌｅｃｔｒｏ
ｎｉｃｓ　Ｊａｐａｎ（株
））

４９ＵＨ６１００

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0034

A201800662

2018-1782

2019/01/15

(事故発生地)

東京都

　事務所で当該製品及び周辺を焼損する
火災が発生した。

　当該製品は、バッテリーパック内部のリチウ
ムイオン電池セルが内部短絡して異常発熱し、
出火したものと推定されるが、電池セルの焼損
は著しく、内部短絡した原因の特定には至らな
かった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/01/24)ノートパソコン

（株）東芝（現　Ｄｙｎａ
ｂｏｏｋ（株））

ｄｙｎａｂｏｏｋ　Ｒ
７３１／Ｂ

( 火災 )

A201800663

2018-1786

2018/12/16

(事故発生地)

東京都

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、当該製品の強弱切替スイッチの
端子が溶融していたことから、端子部にて接触
不良が生じ、異常発熱して、出火したものと考
えられるが、端子部の焼損が著しく、接触不良
が生じた原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/01/25)加湿器（ハイブリッド式
）

タイガー魔法瓶（株）

ＡＳＬ－Ｄ３００

( 火災 )

A201800668

2018-1798

2019/01/04

(事故発生地)

東京都

　事務所で当該製品を使用中、当該製品
を焼損する火災が発生した。

　当該製品のリチウムイオン電池セルが内部短
絡したため、異常発熱し焼損したものと推定さ
れるが、焼損が著しく、内部短絡した原因の特
定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/01/28)スピーカー（充電式）

加賀ソルネット（株）（現
　完実電気（株）に事業移
管）

ＺＭＳ－０４０９１１８９

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0035

A201800670

2018-1799

2019/01/16

(事故発生地)

岩手県

　店舗で当該製品を使用中、当該製品を
焼損する火災が発生した。

　当該製品は、ヒーターの発熱線が端子棒との
接続部付近で異常発熱し、焼損したものと推定
されるが、焼損が著しく、異常発熱の原因の特
定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/01/28)電気ストーブ（天井埋込
式）

（株）インターセントラル

ＳＲＭ４０２－ＭＳ

( 火災 )

A201800678

2018-1789

2019/01/19

(事故発生地)

福岡県

　屋外で当該製品を使用中、当該製品及
び周辺を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品は、日頃から露店に
おいて電気温蔵庫（６１５Ｗ）を接続して使用
されていた。○上下２口コンセントの上コンセ
ント周辺が著しく焼損し、上コンセント内部か
ら出火して周辺に燃え広がった痕跡が認められ
た。○上コンセントの両極刃受部とも刃受金具
が溶融して脱落し、脱落した刃受金具に溶融痕
が認められた。また、両極刃受金具同士が一部
溶着しており、両極刃受金具間に短絡した痕跡
が認められた。○下コンセントの刃受金具に焼
損、溶融痕、腐食等の異常は認められなかった
。●当該製品のコンセント刃受金具に緩みが生
じていたため、刃受金具と電源プラグ栓刃間に
接触不良が生じて異常発熱して出火したものと
推定されるが、事故発生以前の詳細な使用状況
が不明のため、製品起因か否かを含め、原因の
特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/01/31)発電機（携帯型）

（株）パワーテック

ＩＧ２３００

( 火災 )

A201800707

2018-1868

2019/01/05

(事故発生地)

静岡県

　車両内で当該製品及び周辺を焼損する
火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品は、事故発生前日の
夜に自動車内でシガーソケット充電器を使用し
て充電し、その後は駐車した自動車内に置かれ
ていた。○当該製品は全体的に焼損し、樹脂部
品が焼失していた。○内部のリチウムポリマー
電池セルの焼損は著しく、内部電極の正極板は
焼失し、負極板に溶融痕が認められた。○制御
基板は焼損していたが、溶融痕等の出火の痕跡
は認められなかった。○シガーソケット充電器
の出力電圧に異常は認められなかった。●当該
製品は、内部のリチウムポリマー電池セルが内
部短絡したため、異常発熱して出火したものと
考えられるが、電池セルの焼損が著しく、事故
発生以前の詳細な使用状況が不明のため、製品
起因か否かを含め、事故原因の特定には至らな
かった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/02/08)リチウム電池内蔵充電器

ソフトバンク　コマース＆
サービス（株）（現　ＳＢ
　Ｃ＆Ｓ（株））

ＣＹ１７７１ＰＢＣＨＥ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0036

A201800710

2018-1806

2019/01/30

(事故発生地)

愛知県

　事務所で当該製品及び周辺を焼損する
火災が発生した。

　調査の結果、○事故発生時、事務所は無人で
あった。○当該製品は全体的に焼損しており、
背面の焼損が著しかった。○背面に取り付けら
れた制御ボックス内の基板に出火の痕跡は認め
られなかったが、制御ボックス下の電源基板及
び定着基板は焼失して確認できなかった。○制
御ボックスの外にある色合わせモーター用制御
基板の銅箔パターンに溶融痕が認められたが、
一次痕か二次痕かの特定はできなかった。○定
着ユニット等のその他の電気部品に出火の痕跡
は認められなかった。●当該製品の焼損は著し
く、確認できない部品があり、事故発生時の詳
細な状況が不明のため、製品起因か否かを含め
、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/02/12)デジタル複合機

（株）リコー

ＭＰ　Ｃ３００３

( 火災 )

A201800722

2018-1896

2018/10/18

(事故発生地)

神奈川県

　幼児（１歳）が当該製品の温水レバー
に触れたところ、お湯が出て火傷を負っ
た。

　当該製品は、温水コックのチャイルドロック
機能が破損しても湯が出てしまう構造であった
ことから、使用者が温水コックを誤った操作方
法で使用した又は幼児がぶら下がる等して体重
が温水コックのチャイルドロックキーに加わっ
た際にロック機能が破損し、その状態で幼児が
温水レバーに触れたため出湯したものと推定さ
れる。　なお、取扱説明書には、禁止事項とし
て「乳幼児が温水レバーに触れないように注意
する。」旨、記載されている。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。　なお、輸入事業者である（
株）コスモライフは、２０１８年５月１日
以降の製造分から、完全チャイルドロック
状態への操作方法として、チャイルドロッ
クボタンを押しながらチャイルドロックキ
ーを右に回しても完全チャイルドロック状
態となるよう改良しているが、当該製品は
改良以前の製品であった。また、２０１９
年１０月以降の出荷分については、本体に
ロックキーポジションの説明シールを貼付
し、取扱説明書にも「ロックキーを押さな
い」旨、追記している。

(受付:2019/02/15)ウォーターサーバー

（株）コスモライフ

ＣＫ－０４

( 重傷 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0037

A201800726

2018-1913

2018/12/12

(事故発生地)

静岡県

　寮で当該製品に延長コードを接続して
電気製品を使用中、当該製品及び周辺を
焼損する火災が発生した。（
A201800594と同一事故）

　調査の結果、○当該製品は、延長コードが接
続されていた上側差込口の片側の焼損が著しか
った。○焼損が著しい位置の刃受金具は、栓刃
接触部に溶融痕が認められ、接続していた電源
プラグの栓刃に認められた溶融痕と、位置及び
形状が一致した。○焼損が著しい位置の刃受金
具は変形しており、事故発生時の隙間の状態は
確認できなかった。○内部下側に堆積していた
異物を分析した結果、上側に付着していた消火
剤には含まれていない塩素が検出された。○延
長コードの電源プラグは焼損が著しく、内部の
配線金具が両極とも溶融してカシメ部が焼失し
ていた。●当該製品は、接続していた延長コー
ドの電源プラグとの接触不良、又は電源プラグ
内部のカシメ部での接触不良により異常発熱し
、電源プラグ内部で発生したトラッキング現象
の影響で焼損したものと考えられるが、焼損が
著しく、詳細な使用状況が不明のため、製品起
因か否かを含め、事故原因の特定には至らなか
った。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/02/18)コンセント

松下電工（株）又はパナソ
ニック電工（株）（現　パ
ナソニック（株））

ＷＦ１１０２

( 火災 )

A201800738

2018-1931

2019/02/15

(事故発生地)

東京都

　当該製品を使用中、当該製品を焼損す
る火災が発生した。

　当該製品は、制御基板上の銅箔パターンの許
容電流が小さかったため、はんだ盛りが施され
ていたものの、はんだ盛りが不足して銅箔パタ
ーンが異常発熱し、出火したものと推定される
。

　輸入事業者である（株）ビズライフ及び
販売事業者である（株）ＭＯＡ　ＳＴＯＲ
Ｅは、事故の再発防止を図るため、
２０１９年（平成３１年）２月２０日にホ
ームページに情報を掲載し、対象製品の回
収を実施している。

(受付:2019/02/22)電気冷温風機（加湿機能
付）

（株）ビズライフ（（株）
ＭＯＡ　ＳＴＯＲＥブラン
ド）

ＲＣＨ－ＭＸ６０１（（株
）ＭＯＡ　ＳＴＯＲＥブラ
ンド）

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0038

A201800739

2018-1937

2019/02/11

(事故発生地)

静岡県

　当該製品を焼損する火災が発生した。 　調査の結果、○当該製品は、使用中に発煙、
異臭がしたため、使用を中止して電源プラグを
抜き、屋外の駐車場に置かれていた。○当該製
品の焼損は著しく、樹脂部品は焼損していた。
○モーターの巻線に溶融痕等の出火の痕跡は認
められなかった。○内部配線に取り付けられた
電流ヒューズは切れていた。○基板の焼損は著
しく、詳細は確認できなかった。○コードリー
ルの接点に溶断が認められたが、負荷側の電流
ヒューズが切れていることから、二次痕と判断
した。○サーマルプロテクター、電源コード及
び内部配線に出火の痕跡は認められなかった。
●当該製品の焼損は著しく、事故発生時の詳細
な状況が不明のため、製品起因か否かを含め、
事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/02/22)電気掃除機

東芝テック（株）（現　東
芝ライフスタイル（株））

ＶＣ－Ｄ４０６Ｋ

( 火災 )

A201800743

2018-1960

2019/01/28

(事故発生地)

宮城県

　当該製品を充電中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　当該製品のリチウムイオン電池セルが異常発
熱したため、出火に至ったものと推定されるが
、焼損が著しく、異常発熱の原因の特定には至
らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/02/25)携帯電話機（スマートフ
ォン）

プラスワン・マーケティン
グ（株）

ＦＴＪ１６１Ｂ－ＲＥＩ

( 火災 )

A201800749

2018-1958

2019/02/15

(事故発生地)

東京都

　当該製品の内部部品を焼損する火災が
発生した。

　当該製品は、電源基板の不具合により焼損し
たものと推定されるが、電源基板の確認ができ
なかったことから、事故原因の特定には至らな
かった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/02/27)液晶テレビ

シャープ（株）

ＬＣ－６０Ｇ７

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0039

A201800756

2018-1978

2019/01/27

(事故発生地)

群馬県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、当該製品は、使用者が電源プラ
グをコンセントから抜く際に電源コードを引っ
張っていたため、栓刃のカシメ部付近に応力が
集中し、栓刃の破断やカシメ部の接触不良が生
じて異常発熱し、焼損したものと推定されるが
、製造時に仕様と異なる電源プラグが混入し、
クランク形状の栓刃が使用されていたこと、電
源コードの引っ張り対策がされていなかったこ
とも事故発生に影響したものと考えられる。　
なお、取扱説明書には、「出火に至るおそれが
あるため、電源コードを無理に曲げたり、引っ
張ったりしない。」旨、記載されている。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。　なお、輸入事業者であるス
リーアップ（株）は、再発防止措置として
、当該製品の製造工場と電源コードの製造
事業者間で、使用部品の指定を行うように
指導している。

(受付:2019/02/28)電気掃除機

スリーアップ（株）

ＶＣ－１４４２

( 火災 )

A201800786

2018-1922

2019/02/17

(事故発生地)

静岡県

　施設で当該製品を延長コードに接続し
て使用していたところ、当該製品及び周
辺を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品の焼損は著しく、樹
脂部品は全て焼失していた。○電源スイッチ及
び基板は焼失して確認できなかった。○モータ
ーに出火の痕跡は認められなかった。○運転コ
ンデンサー及びヒーターの焼損は著しく、詳細
は確認できなかった。○電源プラグは、栓刃の
一方が付け根付近で溶断していたが、もう一方
に溶断は認められず、接続していた延長コード
の刃受金具が溶融、溶着していた。●当該製品
の焼損は著しく、確認できない部品があったこ
とから、製品起因か否かを含め、事故原因の特
定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/03/12)電気衣類乾燥機

パナソニック（株）

ＮＨ－Ｄ５０２Ｐ

( 火災 )

A201800797

2018-2079

2019/03/01

(事故発生地)

東京都

　病院で当該製品を焼損する火災が発生
した。

　当該製品は、長期使用（４１年）により、圧
縮機用始動リレーの絶縁性能が低下したため、
端子間でトラッキング現象が発生し、出火した
ものと推定される。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。　なお、製造事業者である東
芝ライフスタイル（株）は、１９８３年（
昭和５８年）以前に製造された電気冷蔵庫
について、電気部品の経年劣化によって発
煙・発火のおそれがあるとして、２００８
年（平成２０年）１１月５日よりホームペ
ージに情報を掲載し、使用を中止するよう
呼びかけている。

(受付:2019/03/14)電気冷蔵庫

東京芝浦電気（株）（現　
東芝ライフスタイル（株）
）

ＧＲ－２６０８ＴＣ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0040

A201800822

2019-0001

2019/02/28

(事故発生地)

東京都

　当該製品を使用中、当該製品を焼損す
る火災が発生した。

　当該製品は、長期使用（２０年）により、モ
ーター起動用フィルムコンデンサーの絶縁性能
が低下したため、内部短絡により出火したもの
と推定される。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/03/27)電気衣類乾燥機

（株）ツナシマ商事

７７０５

( 火災 )

A201800831

2019-0016

2019/02/07

(事故発生地)

東京都

　当該製品を使用中、当該製品の内部部
品を焼損する火災が発生した。

　当該製品は、製造工程において転倒時オフス
イッチのタブ端子に接続している内部配線のフ
ァストン端子を変形させたため、タブ端子とフ
ァストン端子の間で接触不良が生じて異常発熱
し、本体内部部品が焼損したものと推定される
。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/03/28)電気ストーブ（オイルヒ
ーター）

デロンギ・ジャパン（株）

ＨＲ０３１０１５ＥＣ

( 火災 )

A201800837

2019-0017

2018/08/31

(事故発生地)

埼玉県

　当該製品を使用中、当該製品を焼損す
る火災が発生した。

　当該製品は、長期使用（２０年）により、
４０Ｗ用安定器の一次巻線の絶縁性能が低下し
たため、レイヤショートが生じて異常発熱し、
出火に至ったものと推定されるが、定格周波数
が６０Ｈｚ用の器具を５０Ｈｚ地域で使用した
ことにより安定器に流れる電流が増加したこと
も事故発生に影響したものと考えられる。　な
お、取扱説明書には、「電源周波数に合ったも
のを使用する。故障の原因になる。」旨、記載
されている。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。　なお、製造事業者であるパ
ナソニック（株）及び（一社）日本照明工
業会は、ホームページに点検・交換の推奨
時期、耐用年数を表示するとともに、長期
使用の製品に関する注意喚起を実施してい
る。

(受付:2019/03/29)照明器具

三洋電機（株）

ＫＣ－Ｃ７０９３

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0041

A201900008

2019-0050

2017/10/28

(事故発生地)

東京都

　当該製品を充電中、当該製品を焼損す
る火災が発生した。

　当該製品の電源スイッチの端子がグラウンド
端子とはんだ接続される不具合があったため、
電源スイッチの中間位置で電源とグラウンド間
が導通したため、異常発熱し焼損したものと推
定される。

　輸入事業者である（株）スターリングは
、事故の再発防止を図るため、２０１７年
（平成２９年）６月２０日付けでホームペ
ージに情報を掲載するとともに、当該型式
品について、回収及び返金を実施している
。

(受付:2019/04/02)ラジオ（充電式）

（株）スターリング

６４５１

( 火災 )

A201900036

2018-1907

2019/02/17

(事故発生地)

岐阜県

　当該製品の内部部品を焼損する火災が
発生した。

　調査の結果、当該製品は、メイン基板のＩＣ
が異常発熱し、焼損したものと推定されるが、
異常発熱した原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。　

(受付:2019/04/11)美顔器

（株）ヴァリュゲイツ（現
　（株）アグレックス）

ＹｏｕＴＨＲＯＮ

( 火災 )

A201900046

2019-0134

2017/09/18

(事故発生地)

東京都

　店舗で当該製品を焼損する火災が発生
した。

　当該製品は、電源基板上のＬＥＤランプのリ
ード端子接続部で接触不良が生じて異常発熱し
、焼損したものと推定されるが、接触不良が生
じた原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/04/16)オーディオミキサー（ア
ンプ付）

（株）サウンドハウス

ＰＭ６０２ＦＸ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0042

A201900072

2019-0227

2019/04/14

(事故発生地)

東京都

　事務所で当該製品を充電中、当該製品
のバッテリー及び周辺を焼損する火災が
発生した。

　当該製品のバッテリーセルの封口部に製造上
の不具合によって生じた導電性異物が付着し、
充放電を繰り返すうちに封口部の絶縁部が劣化
し、バッテリーセルが内部短絡を起こして過熱
し、火災に至ったものと推定される。

　パナソニック（株）は、平成２６年５月
２８日にホームページに情報を掲載すると
ともに、同月２９日に新聞社告を行い、対
象バッテリーパック（特定の期間に製造し
た電池セルを使用したもの）について無償
で製品交換を実施している。また、当該リ
コールの対象外であったバッテリーパック
においても発煙・発火に至るおそれがある
ため、対象範囲を拡大することとし、平成
２６年１１月１３日にホームページに情報
を掲載するとともに、同月１４日及び平成
２７年２月２３日に新聞社告を行っている
。

(受付:2019/04/25)ノートパソコン

パナソニック（株）

ＣＦ－Ｎ１０ＥＷＨＤＳ

( 火災 )

A201900111

2019-0265

2019/05/07

(事故発生地)

京都府

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、当該製品は、長期使用（５０年
）によりヒーター線の一部が半断線して接触不
良状態になったため、異常発熱し焼損に至った
ものと推定される。　なお、使用者は故障状態
を認識しながら、使用を続けていたことも事故
発生に影響したものと考えられる。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/05/20)電気毛布

三洋電機（株）

ＢＫ－２０２Ａ

( 火災 )

A201900114

2019-0327

2019/04/28

(事故発生地)

神奈川県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　当該製品のメイン基板から出火したものと推
定されるが、基板の焼損が著しく、事故原因の
特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/05/21)テレビ（ブラウン管型）

松下電器産業（株）（現　
パナソニック（株））

ＴＨ１９－Ｌ５５ＧＲ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0043

A201900134

2019-0385

2019/05/16

(事故発生地)

神奈川県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　事故原因は、当該製品のファンモーターの製
造工程上の不具合により、ファンモーターに内
蔵された電子部品（チップコンデンサー）がシ
ョート（短絡故障）し、過大電流が電気回路に
流れたことでファンモーターが発熱・発火し、
出火に至ったものと考えられる。

　製造事業者であるダイキン工業（株）は
、２０１４年１０月１７日より社告（リコ
ール）に基づく製品の点検・修理を実施し
ており（新聞社告掲載（２０１４年１０月
１８日）、ホームページへの掲載、ｗｅｂ
情報受付、販売ルートへのダイレクトメー
ルの発送、販売店リストによる架電連絡、
リコール情報のチラシ作成および配布。）
　２０１５年５月１５日には対象範囲を追
加する社告（リコール）を公表している。
（新聞社告掲載２０１５年５月１６日）

(受付:2019/05/28)空気清浄機

ダイキン工業（株）

ＡＣＫ７５Ｋ－Ｗ

( 火災 )

A201900211

2019-0442

2019/06/04

(事故発生地)

三重県

　事務所で当該製品に携帯電話機を接続
して充電中、当該製品及び周辺を焼損す
る火災が発生した。

　当該製品の栓刃がトランスのフェライトコア
を介して短絡したため、異常発熱して出火した
ものと推定されるが、短絡した原因の特定には
至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/06/21)ＡＣアダプター（スマー
トフォン用）

ラディウス（株）（（株）
大創産業ブランド）

２００円充電器－５（（株
）大創産業ブランド）

( 火災 )

A201900272

2019-0726

2019/06/07

(事故発生地)

東京都

　店舗で当該製品を充電中、当該製品及
び周辺を焼損する火災が発生した。

　当該製品のバッテリーパックのリチウムイオ
ン電池セルで内部短絡が生じ、出火したものと
考えられるが、内部短絡が発生した原因の特定
には至らなかった。

　パナソニック（株）は、当該製品に搭載
されたものを含む、特定の期間に製造した
電池セルを使用したノートパソコン用バッ
テリーパックについて、複数件発火事故が
発生したことから、２０１７年（平成２９
年）１２月６日にホームページに情報を掲
載するとともに、２０１７年（平成２９年
）１２月７日に新聞社告を行い、対象バッ
テリーパックについて無償で製品交換を実
施している。

(受付:2019/07/17)ノートパソコン

パナソニック（株）

ＣＦ－ＮＸ１ＧＤＨＹＳ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0044

A201900291

2019-0769

2019/07/13

(事故発生地)

神奈川県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　当該製品は、ＡＣアダプターのＤＣプラグ樹
脂において、難燃剤に使用されていた赤リンの
耐水性に不具合があったため、湿度の影響でリ
ン酸が生じて端子金属から銅が溶出し、端子間
が短絡して異常発熱が生じ、出火に至ったもの
と推定される。

　輸入事業者である東芝クライアントソリ
ューション（株）では、事故の再発防止を
図るため、２０１８年（平成３０年）６月
２２日にホームページに情報を掲載すると
ともに、同月２５日に新聞社告を行い、パ
ソコンに同梱またはオプションとして販売
、修理交換された対象ＡＣアダプターの無
償交換を行っている。

(受付:2019/07/23)ノートパソコン

（株）東芝（現　Ｄｙｎａ
ｂｏｏｋ（株））

ｄｙｎａｂｏｏｋ　Ｂ
３５０／２２Ｂ

( 火災 )

A201900301

2019-0794

2019/07/17

(事故発生地)

千葉県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　当該製品は、ＡＣアダプターのＤＣプラグ樹
脂において、難燃剤に使用されていた赤リンの
耐水性に不具合があったため、湿度の影響でリ
ン酸が生じて端子金属から銅が溶出し、端子間
が短絡して異常発熱が生じ、出火に至ったもの
と推定される。

　輸入事業者である東芝クライアントソリ
ューション（株）では、事故の再発防止を
図るため、２０１８年（平成３０年）６月
２２日にホームページに情報を掲載すると
ともに、同月２５日に新聞社告を行い、パ
ソコンに同梱またはオプションとして販売
、修理交換された対象ＡＣアダプターの無
償交換を行っている。

(受付:2019/07/25)ノートパソコン

（株）東芝（現　Ｄｙｎａ
ｂｏｏｋ（株））

ｄｙｎａｂｏｏｋ　Ｔ
３５０／５６Ｂ

( 火災 )

A201900305

2019-0795

2019/07/17

(事故発生地)

東京都

　当該製品を使用中、当該製品を焼損す
る火災が発生した。

　事故原因は、当該製品の除湿エレメント（空
気中の水分を吸着させる部品）に付着した空気
中の異物が除湿用のヒーターで過熱されて発熱
し、その熱の影響で加湿エレメントから出火に
至ったものと考えられる。

　製造事業者であるダイキン工業（株）は
、当該製品を含む対象機種について、
２０１２年（平成２４年）２月３日にプレ
スリリース及びウェブサイトに情報を掲載
し、同年２月４日に新聞社告を掲載し（販
売ルートへのダイレクトメールの送付、販
売店リストによる架電連絡、リコール情報
集約のチラシ作成および配布）、２０１５
年（平成２５年）１０月１３日からは処置
内容を無償製品交換から変更し、対象製品
の引き取りを実施している。

(受付:2019/07/26)空気清浄機

ダイキン工業（株）

ＭＣＺ６５Ｊ－Ｗ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0045

A201900310

2019-0812

2019/07/16

(事故発生地)

大阪府

　店舗で当該製品を充電中、当該製品及
び周辺を焼損する火災が発生した。

　当該製品は、バッテリーパックのリチウムイ
オン電池セルで内部短絡が生じ、出火したもの
と考えられるが、内部短絡が発生した原因の特
定には至らなかった。

　パナソニック（株）は、当該製品に搭載
されたものを含む、特定の期間に製造した
電池セルを使用したノートパソコン用バッ
テリーパックについて、複数件発火事故が
発生したことから、２０１７年（平成２９
年）１２月６日にホームページに情報を掲
載するとともに、２０１７年（平成２９年
）１２月７日に新聞社告を行い、対象バッ
テリーパックについて無償で製品交換を実
施している。

(受付:2019/07/29)ノートパソコン

パナソニック（株）

ＣＦ－ＮＸ１ＶＷＪＹＳ

( 火災 )

A201900323

2019-0825

2019/07/20

(事故発生地)

山梨県

　当該製品を焼損し、周辺を汚損する火
災が発生した。

　当該製品のノズルユニットのノズル駆動用モ
ーター付近から出火したものと推定されるが、
ノズルユニットの焼損は著しく、事故原因の特
定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/07/31)温水洗浄便座

ＴＯＴＯ（株）

ＴＣＦ４７３１

( 火災 )

A201900333

2019-0837

2019/07/19

(事故発生地)

兵庫県

　当該製品を使用中、当該製品内部を焼
損する火災が発生した。

　当該製品は、高圧トランスの二次側巻線が異
常発熱して絶縁紙の一部が焼損したものと推定
されるが、異常発熱した原因の特定には至らな
かった。また、使用者が１年前に当該製品を使
用した際に発煙が生じていたにもかかわらず、
その後も点検、修理を行わず、再び使用したこ
とも事故発生に影響したものと考えられる。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/08/02)電子レンジ

松下電器産業（株）（現　
パナソニック（株））

ＮＥ－ＥＨ２

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0046

A201900374

2019-0916

2019/08/04

(事故発生地)

大阪府

　当該製品を使用中、当該製品内部を焼
損し、周辺を汚損する火災が発生した。

　事故原因は、当該製品のファンモーターのリ
ード線接続部分に、エアコン洗浄液等の電気を
通しやすい物質が付着・浸入し、さらに当該製
品内部で発生した結露がリード線接続部分に回
りこむことによって、トラッキング現象が生じ
、発煙・出火に至ったものと考えられる。

　東芝キヤリア（株）は、事故の再発防止
を図るため、２００４年（平成１６年）８
月２０日より新聞社告を掲載するとともに
、新聞折り込みチラシ、交通広告（電車内
）等の注意喚起を行い、さらに、消費生活
センターや消防署等においてポケットティ
ッシュ（対象製品の写真等を同封）やチラ
シの配布を行うとともに、地方公共団体の
広報誌や電力会社等による配布物への情報
掲載、介護施設へのＰＲを行うなど、引き
続き注意喚起及び無償点検・改修を呼び掛
けている。

(受付:2019/08/15)エアコン

東芝キヤリア（株）

ＲＡＳ－５０６ＬＤＲ

( 火災 )

A201900401

2019-0942

2019/07/26

(事故発生地)

兵庫県

　社員寮で当該製品の上に置いていたカ
セットこんろが破裂、周辺を破損する火
災が発生し、２名が軽傷を負った。

　事故の原因は、身体等が当該製品のつまみに
触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれ
ていた可燃物などが燃えたものと考えられる。

　小型キッチン等に組み込まれた電気こん
ろ（つまみが飛び出しているもの）につい
ては、身体や荷物がつまみ（スイッチ操作
部）に触れ、スイッチが入ってしまう事故
が多発していることから、各事業者におい
てつまみ（スイッチ部）の無償改修を行っ
ている。さらに、電気こんろメーカー及び
キッチンユニットメーカー１３社は、
２００７年（平成１９年）６月２０日に「
小形キッチンユニット用電気こんろ協議会
」を設立し、再発防止のため、１００％改
修を目指した抜本的対策を、２００７年（
平成１９年）７月３日及び同年７月３１日
に公表し、改修を進めている。「一口電気
こんろ」と同様のスイッチ構造を持つ「上
面操作一口電気こんろ」及び「複数口電気
こんろ」については、２００７年（平成
１９年）８月１日に改修対象に加え、新聞
社告を掲載し、また、新聞折り込みチラシ
の配布を全国で展開する等改修を進めてい
る。

(受付:2019/08/21)電気こんろ

富士工業（株）（サンウエ
ーブ工業（株）ブランド）

ＳＢＥ－１０１－１００Ｖ
（サンウエーブ工業（株）
製ミニキッチンに組み込ま
れたもの）（サンウエーブ
工業（株）ブランド）

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0047

A201900402

2019-0943

2019/08/04

(事故発生地)

三重県

　当該製品の電源を入れたところ、当該
製品を溶融する火災が発生した。

　当該製品は、ＡＣアダプターのＤＣプラグ樹
脂において、難燃剤に使用されていた赤リンの
耐水性に不具合があったため、湿度の影響でリ
ン酸が生じて端子金属から銅が溶出し、端子間
が短絡して異常発熱が生じ、出火に至ったもの
と推定される。

　輸入事業者である東芝クライアントソリ
ューション（株）では、事故の再発防止を
図るため、２０１８年（平成３０年）６月
２２日にホームページに情報を掲載すると
ともに、同月２５日に新聞社告を行い、パ
ソコンに同梱またはオプションとして販売
、修理交換された対象ＡＣアダプターの無
償交換を行っている。

(受付:2019/08/21)ノートパソコン

（株）東芝（現　Ｄｙｎａ
ｂｏｏｋ（株））

ｄｙｎａｂｏｏｋ　Ｔ
３５１／３５ＥＢ

( 火災 )

A201900432

2019-1026

2019/08/16

(事故発生地)

和歌山県

　当該製品の上に置いていた可燃物を焼
損する火災が発生した。

　事故原因は、身体等が当該製品のつまみに触
れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれて
いた可燃物に引火したものと考えられる。

　小型キッチン等に組み込まれた電気こん
ろ（つまみが飛び出しているもの）につい
ては、身体や荷物がつまみ（スイッチ操作
部）に触れ、スイッチが入ってしまう事故
が多発していることから、各事業者におい
てつまみ（スイッチ部）の無償改修を行っ
ている。さらに、電気こんろメーカー及び
キッチンユニットメーカー１３社は、
２００７年（平成１９年）６月２０日に「
小形キッチンユニット用電気こんろ協議会
」を設立し、再発防止のため、１００％改
修を目指した抜本的対策を、２００７年（
平成１９年）７月３日及び同年７月３１日
に公表し、改修を進めている。「一口電気
こんろ」と同様のスイッチ構造を持つ「上
面操作一口電気こんろ」及び「複数口電気
こんろ」については、２００７年（平成
１９年）８月１日に改修対象に加え、新聞
社告を掲載し、また、新聞折り込みチラシ
の配布を全国で展開する等改修を進めてい
る。

(受付:2019/09/02)電気こんろ

松下電器産業（株）（現　
パナソニック（株））

ＮＫ－１１０２（組み込み
先のキッチンメーカーは不
明）

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0048

A201900451

2019-1046

2019/08/28

(事故発生地)

滋賀県

　店舗で当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生した。

　当該製品は、ＡＣアダプターのＤＣプラグ樹
脂において、難燃剤に使用されていた赤リンの
耐水性に不具合があったため、湿度の影響でリ
ン酸が生じて端子金属から銅が溶出し、端子間
が短絡して異常発熱が生じ、出火に至ったもの
と推定される。

　輸入事業者である東芝クライアントソリ
ューション（株）では、事故の再発防止を
図るため、２０１８年（平成３０年）６月
２２日にホームページに情報を掲載すると
ともに、同月２５日に新聞社告を行い、パ
ソコンに同梱またはオプションとして販売
、修理交換された対象ＡＣアダプターの無
償交換を行っている。

(受付:2019/09/05)ノートパソコン

（株）東芝（現　Ｄｙｎａ
ｂｏｏｋ（株））

ｄｙｎａｂｏｏｋ　Ｔ
４５１／３５ＤＲ

( 火災 )

A201900470

2019-1082

2019/08/18

(事故発生地)

広島県

　当該製品の上に置かれていた可燃物を
焼損し、周辺を汚損する火災が発生した
。

　事故原因は、身体等が当該製品のつまみに誤
って触れてスイッチが入り、当該製品の上に置
いていた可燃物などが燃えたものと考えられる
。

　小型キッチン等に組み込まれた電気こん
ろ（つまみが飛び出しているもの）につい
ては、身体や荷物がつまみ（スイッチ操作
部）に触れ、スイッチが入ってしまう事故
が多発していることから、各事業者におい
てつまみ（スイッチ部）の無償改修を行っ
ている。さらに、電気こんろメーカー及び
キッチンユニットメーカー１３社は、
２００７年（平成１９年）６月２０日に「
小形キッチンユニット用電気こんろ協議会
」を設立し、再発防止のため、１００％改
修を目指した抜本的対策を、２００７年（
平成１９年）７月３日及び同年７月３１日
に公表し、改修を進めている。「一口電気
こんろ」と同様のスイッチ構造を持つ「上
面操作一口電気こんろ」及び「複数口電気
こんろ」については、２００７年（平成
１９年）８月１日に改修対象に加え、新聞
社告を掲載し、また、新聞折り込みチラシ
の配布を全国で展開する等改修を進めてい
る。

(受付:2019/09/10)電気こんろ

日立熱器具（株）（現　日
立グローバルライフソリュ
ーションズ（株））

ＨＴ－１２５０（組み込み
先のキッチンメーカーは不
明）

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0049

A201900511

2019-1161

2019/09/12

(事故発生地)

愛知県

　当該製品を使用中、当該製品のＡＣア
ダプターを焼損し、周辺を汚損する火災
が発生した。

　当該製品は、ＡＣアダプターのＤＣプラグ樹
脂において、難燃剤に使用されていた赤リンの
耐水性に不具合があったため、湿度の影響でリ
ン酸が生じて端子金属から銅が溶出し、端子間
が短絡して異常発熱が生じ、出火に至ったもの
と推定される。

　輸入事業者である東芝クライアントソリ
ューション（株）では、事故の再発防止を
図るため、２０１８年（平成３０年）６月
２２日にホームページに情報を掲載すると
ともに、同月２５日に新聞社告を行い、パ
ソコンに同梱またはオプションとして販売
、修理交換された対象ＡＣアダプターの無
償交換を行っている。

(受付:2019/09/24)ノートパソコン

（株）東芝（現　Ｄｙｎａ
ｂｏｏｋ（株））

ｄｙｎａｂｏｏｋ　Ｔ
３５０／５６ＢＢ

( 火災 )

A201900883

2019-1787

2019/11/25

(事故発生地)

静岡県

　当該製品を使用中、当該製品を溶融す
る火災が発生した。

　事故の原因は、当該製品のドアの開閉を検知
するスイッチの製造不良により、接点部でスパ
ークが発生し、火災に至ったものと考えられる
。

　販売事業者である岩谷産業（株）は、当
該製品を含む対象機種について、２００３
年（平成１５年）９月２日から複数回、新
聞社告を掲載するとともにテレビＣＭ放送
で注意喚起を行い、対象製品について、無
償改修（スイッチ部の交換）を実施してい
る。

(受付:2019/12/05)電子レンジ

（株）千石（岩谷産業（株
）ブランド）

ＩＭ－５７５（岩谷産業（
株）ブランド）

( 火災 )

A201900884

2019-1788

2019/11/27

(事故発生地)

静岡県

　当該製品を使用中、当該製品を溶融す
る火災が発生した。

　事故の原因は、当該製品のドアの開閉を検知
するスイッチの製造不良により、接点部でスパ
ークが発生し、火災に至ったものと考えられる
。

　販売事業者である岩谷産業（株）は、当
該製品を含む対象機種について、２００３
年（平成１５年）９月２日から複数回、新
聞社告を掲載するとともにテレビＣＭ放送
で注意喚起を行い、対象製品について、無
償改修（スイッチ部の交換）を実施してい
る。

(受付:2019/12/05)電子レンジ

（株）千石（岩谷産業（株
）ブランド）

ＩＭ－５７５（岩谷産業（
株）ブランド）

( 火災 )



　製品区分：　02.台所・食卓用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0050

A201900100

2019-0282

2019/04/06

(事故発生地)

山梨県

　当該製品を洗っていたところ、左手指
を負傷した。

　調査の結果、事故発生時の詳細な状況は不明
であるが、当該型式品の取扱説明書に鋭い縁に
対する注意が記載されておらず、当該製品を洗
浄中に指がステンレスの縁に強く押しつけられ
た状態でスライドした又は取っ手に強く挟まれ
てしまったため、事故に至ったものと推定され
る。

　再発防止措置として、（株）大創産業は
、現行品について自社ホームページにて注
意喚起のＦＡＱを設けて消費者への周知を
行うこととした。また、今後生産する製品
の鋭い縁に関しては、より安全な処理をし
ていくこととともにパッケージ上に注意表
示を記載していく予定としている。

(受付:2019/05/15)調理用具（ステンレス製
）

（株）大創産業

なし

( 重傷 )

A201900238

2019-0629

2019/06/07

(事故発生地)

神奈川県

　当該製品の蓋を持ったところ、蓋が割
れ、当該製品が落下し、右足指を負傷し
た。

　当該製品の蓋の取っ手を持って使用した際に
硬いものにぶつかるなどして外部からの力が局
所的に加わったことにより、クラックが発生し
、その後も蓋の取っ手を持って使用したことに
より、クラックが伸展し、破損に至ったものと
推定されるが、蓋の取っ手が、そこを持って持
ち運ぶことを助長する形状及び位置であること
も事故発生に影響したものと考えられる。

　再発防止措置として、（株）良品計画は
「使用上のご注意：グリップを持たないで
ください。グリップを持って持ち運んだ場
合、本体が脱落し、ケガや家屋などへの損
害発生の原因となります。」と記載した注
意喚起のチラシを本体内に追加した。（
２０１９年９月１９日）また、経済産業省
より調査結果の連絡を受け（２０１９年
１１月２１日）、当該商品「アクリル冷水
筒」および形状の類似した「アクリル冷水
筒・ドアポケットタイプ」の販売中止と店
頭撤去を決定した。（２０１９年１１月
２６日）さらに自社ホームページの重要な
お知らせに「安全にお使いいただくための
お願い」を掲載した。（２０１９年１２月
３日）

(受付:2019/06/28)冷水筒

（株）良品計画

ＪＡＮ：
４５４８７１８５９０６８
１

( 重傷 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0051

A201800510

2018-1394

2018/11/15

(事故発生地)

山形県

　店舗で当該製品を使用中、当該製品及
び周辺を焼損する火災が発生した。

　当該製品は変質灯油の影響でしんの状態が悪
く、消火しにくい状態であったと考えられ、給
油時に消火できなかった火がカートリッジタン
クから漏れた灯油に引火して出火に至った可能
性が考えられるが、詳細な使用状況が不明のた
め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/11/30)石油ストーブ（開放式）

（株）コロナ

ＳＸ－２２１０

( 火災 )

A201800549

2018-1380

2018/11/19

(事故発生地)

富山県

　当該製品及び建物１棟を全焼、４棟を
類焼する火災が発生した。

　当該製品に給油する際に、カートリッジタン
クの口金を十分に締めていなかったため、使用
中の当該製品に灯油がかかり出火した可能性が
考えられるが、当該製品の焼損が著しく、事故
発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か
否かを含め、事故原因の特定には至らなかった
。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/12/17)石油温風暖房機（開放式
）

三菱電機（株）

ＫＤ－２５４Ｘ

( 火災 )

A201800580

2018-1599

2018/12/16

(事故発生地)

新潟県

　当該製品を焼損する火災が発生した。 　当該製品は、長期使用（２０年）により、高
温排気が内部で漏れて高温になり、電磁ポンプ
から漏れた灯油に着火し、出火に至ったものと
推定される。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/12/27)石油給湯機

（株）コロナ

ＵＩＢ－４０００ＨＴＸ（
ＭＳ）

( 火災 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0052

A201800615

2018-1669

2018/12/26

(事故発生地)

埼玉県

　当該製品を使用中、当該製品を焼損す
る火災が発生した。

　当該製品は、メイン基板から出火した可能性
が考えられるが、メイン基板の焼損が著しく、
事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起
因か否かを含め、事故原因の特定には至らなか
った。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/01/10)石油温風暖房機（開放式
）

（株）コロナ

ＧＴ－３２５ＸＹ

( 火災 )

A201800645

2018-1727

2019/01/02

(事故発生地)

岩手県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　当該製品は、タイムスイッチの電極間が短絡
して運転状態となり、制御基板に点検用コネク
ター（空だき防止装置を働かせないようにする
もの）が取り付けられていたことから、空だき
して出火に至ったものと推定されるが、タイム
スイッチの電極間が短絡した原因及び点検用コ
ネクターが取り付けられていた経緯が不明のた
め、製品起因か否かを含め、事故原因の特定に
は至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/01/21)石油ふろがま

（株）長府製作所

ＪＰＫ－Ｎ３

( 火災 )

A201800715

2018-1876

2019/02/03

(事故発生地)

青森県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　当該製品は、長期使用（２４年）によって着
火不良が生じたため、未燃灯油がたまって異常
燃焼し、製品内部が高温になり、電磁ポンプか
ら漏れた灯油に引火して出火に至ったものと推
定される。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/02/13)石油給湯機

（株）コロナ

ＵＩＢ－３３００ＴＸＡ（
ＦＦ）

( 火災 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0053

A201800758

2018-1975

2019/02/17

(事故発生地)

栃木県

　当該製品を焼損する火災が発生した。 　当該製品は、アルミテープで補修された熱交
換器の亀裂箇所又は熱交換器と消音器の接続部
から排気漏れが生じ、電磁ポンプから漏れた灯
油に着火した可能性が考えられるが、焼損が著
しく、製品起因か否かを含め、事故原因の特定
には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/02/28)石油給湯機付ふろがま

（株）コロナ

ＵＫＢ－３３００ＴＸＡ（
ＭＳ）

( 火災 )

A201800762

2018-1990

2019/02/22

(事故発生地)

岩手県

　当該製品及び建物を全焼する火災が発
生した。

　当該製品の焼損は著しく、当該製品の詳細が
確認できなかったこと、事故発生時の詳細な状
況が不明であったことから、製品起因か否かを
含め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/03/04)ガスこんろ（都市ガス用
）

（株）パロマ

ＰＤ－Ｎ４６ＷＶ－６０Ｃ
Ｋ

( 火災 )

A201800764

2018-1992

2019/02/20

(事故発生地)

埼玉県

　店舗で当該製品のカートリッジタンク
に給油後、当該製品に戻す際に灯油がこ
ぼれて引火し、当該製品及び周辺を焼損
する火災が発生した。

　当該製品に出火の痕跡は認められないことか
ら、使用者が消火せずに給油し、カートリッジ
タンクを本体に戻そうとした際に灯油がこぼれ
、燃焼中の本体に掛かって事故に至ったものと
推定されるが、灯油がこぼれた原因が不明のた
め、製品起因か否かを含め、事故原因の特定に
は至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/03/04)石油温風暖房機（開放式
）

（株）コロナ

ＧＴ－Ｃ３０Ｙ

( 火災 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0054

A201900015

2019-0066

2019/04/01

(事故発生地)

秋田県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生し、１名が死亡した。

　当該製品の確認ができず、事故発生時の状況
が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原
因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/04/05)ガスこんろ（ＬＰガス用
）

（株）パロマ

ＰＡ－Ｎ３９Ｐ－Ｌ

( 火災  死亡 )

A201900029

2019-0088

2018/05/31

(事故発生地)

兵庫県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　当該製品の確認ができず、事故発生時の詳細
な使用状況も不明のため、製品起因か否かを含
め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/04/09)カセットこんろ

（株）旭製作所（アイ・シ
ステムネットワーク（株）
ブランド）

ＺＡ－５ＨＰ（アイ・シス
テムネットワーク（株）ブ
ランド）

( 火災 )

A201900070

2019-0185

2019/04/10

(事故発生地)

栃木県

　当該製品から発煙し、当該製品を焼損
する火災が発生した。

　当該製品は、長期使用（２０年）により、樹
脂製給気管が破損し、給気管の破損箇所からバ
ーナー内部に虫等の異物が侵入し、着火不良が
生じて内部にたまった未燃灯油の燃焼等により
熱交換器に亀裂が生じたため、熱交換器の亀裂
から漏れた煙や炎が温風吹出口より出たものと
推定される。

　再発防止措置として、（株）長府製作所
は、２００６年１０月１８日に、当該型式
品を含む石油温風暖房機が内部部品の経年
劣化により、ごくまれに熱交換器が損傷し
、出火に至るおそれがあるとしてリコール
を行っている。

(受付:2019/04/24)石油温風暖房機（密閉式
）

（株）長府製作所

ＳＨ－１６０

( 火災 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0055

A201900078

2019-0226

2019/04/06

(事故発生地)

東京都

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　当該製品は、使用者が燃料タンクの内圧が高
い状態で燃料バルブを開け、更にポンピングし
たために、過剰に供給されたガソリンの一部が
本体底部にこぼれ、点火作業により着火し、一
気に炎が噴き出した可能性が考えられるが、事
故発生時の詳細な状況が不明であり、当該製品
を確認できなかったことから、製品起因か否か
を含め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/04/25)ガソリンこんろ

コールマンジャパン（株）

３００００００３９１

( 火災 )

A201900093

2019-0247

2019/03/27

(事故発生地)

兵庫県

　当該製品を使用中、シャワーから出た
お湯で火傷を負った。

　当該製品は、長期使用（１６年）により、給
湯サーミスターの保護管が腐食して水分が浸入
し、出湯温度が低く誤検知される異常が生じた
ため、熱湯が出て火傷を負ったものと推定され
る。

　再発防止措置として、（株）ハーマンは
、銅より更に耐蝕性の強いＳＵＳ製の保護
管に変更している。（１９９６年以降発売
品より）

(受付:2019/05/08)屋外式（ＲＦ式）ガス瞬
間湯沸器（都市ガス用）

（株）ハーマン（大阪ガス
（株）ブランド）

ＹＶ１６２７ＲＧ（大阪ガ
ス（株）ブランド：型式
３１－５７７）

( 重傷 )

A201900170

2019-0450

2019/05/21

(事故発生地)

奈良県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　当該製品は、電源コードの断線部に溶融痕が
認められたが、詳細な使用状況が不明のため、
製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至
らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/06/06)石油温風暖房機（開放式
）

（株）内田製作所（現　（
株）コロナ）

ＦＨ－３２３ＤＸＲ

( 火災 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0056

A201900246

2019-0668

2019/06/23

(事故発生地)

東京都

　飲食店で当該製品を使用中、当該製品
を焼損する火災が発生し、１名が軽傷を
負った。

　当該製品は、両端の取っ手を持ち上げると容
易に脚がフックから外れる構造であったこと及
び使用者が取扱説明書で禁止されているにもか
かわらず、バーナーが点火状態のまま当該製品
を持ち上げて移動させたことから、当該製品を
置こうとした際に、脚がフックから外れていた
ため、本体が落下し、ガスボンベが本体金属配
管と衝突して穴が空き、内部のガスが噴出し、
点火状態のバーナーの火が引火したものと推定
される。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/07/04)ガスカートリッジ分離型
ガスこんろ

コールマンジャパン（株）

２００００１７０６６

( 火災 )



　製品区分：　04.家具・住宅用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0057

A201800167

2018-0462

2018/06/15

(事故発生地)

岡山県

　宿泊施設で当該製品を充電中、当該製
品の充電器及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、○当該製品の充電器はＡＣ電源
コードが接続された状態で、コネクター部で焼
損、溶融していた。○電源コード端子は、片側
が充電器側端子とともに焼失しており、もう一
方の端子は残存していたが充電器側端子はほと
んど焼失した状態であった。○充電器内部の電
気部品に焼損等の異常は認められず、電流ヒュ
ーズは切れていなかった。○当該製品本体及び
バッテリーパックは継続使用されている。●当
該製品は、充電器のＡＣ電源コードコネクター
部でトラッキング現象が発生し焼損したものと
推定されるが、事故発生以前の詳細な使用状況
が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原
因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/06/25)噴霧器（充電式）

（株）丸山製作所

ＭＳ２２００Ｂ－１５

( 火災 )

A201800533

2018-1439

2018/11/24

(事故発生地)

青森県

　倉庫で当該製品を起動中、当該製品及
び周辺を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○使用者が当該製品のエンジン
を点火し、その場を離れたところ、当該製品付
近から出火した。○当該製品の外観は全て焼損
し、特にキャブレター周辺が著しく焼損してい
た。○キャブレターが溶融し、燃料ホース等の
樹脂部品は焼失していた。○キャブレターの燃
料供給を制御するためのソレノイドコイルが確
認できなかった。○電気配線の異常や燃料漏れ
の有無については確認できなかった。○使用者
は、数年前から当該製品のエンジンが停止しに
くいため、配線を改造して停止させていた。●
当該製品の焼損は著しく、確認できない部品が
あること、事故発生時の詳細な状況も不明なこ
とから、製品起因か否かを含め、事故原因の特
定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/12/07)除雪機（歩行型）

フジイコーポレーション（
株）

ＦＳＲ９００Ｂ

( 火災 )

A201800602

2018-1638

2018/12/20

(事故発生地)

新潟県

　店舗で当該製品の内部部品を焼損する
火災が発生した。

　調査の結果、当該製品は、クローラー用モー
ターの運転切替え時にモーター制御用の電界効
果トランジスターの抵抗値が一時的に高くなる
が、その状態でも通電が停止されない制御であ
ったため、走行時の路面の抵抗や傾斜によって
モーターの運転切替えが連続して発生した際、
トランジスターが異常発熱して短絡し、焼損に
至ったものと推定される。

　再発防止措置として、本田技研工業（株
）は、後発製品については電界効果トラン
ジスターの抵抗値が高くなるような場合に
トランジスターの駆動を停止する保護機能
をモーター制御ユニットに搭載し、既販製
品については、補修用部品に保護機能付き
モーター制御ユニットを供給することとし
た。

(受付:2019/01/07)除雪機（歩行型）

本田技研工業（株）

ＨＳＳ１１８０ｉＪ

( 火災 )



　製品区分：　04.家具・住宅用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0058

A201900103

2019-0308

2019/04/05

(事故発生地)

福岡県

　幼児（４歳）の首が当該製品の開閉用
チェーンに引っ掛かり、負傷した。

　調査の結果、当該製品の開閉用チェーンが、
幼児の手の届く可能性のある高さで使用されて
いたため、誤ってチェーンが幼児の首に掛かり
、負傷したものと推定される。　なお、取扱説
明書等には、「使わないときは子供の手が届か
ない高さにしておく。首等に掛かって事故につ
ながるおそれがある。」旨の記載がなかった。

　再発防止措置として、（株）ＬＩＸＩＬ
は、取扱説明書、組立説明書、ホームペー
ジ、カタログへの注意喚起及び警告の追加
を実施した。今後は、開閉用チェーンを使
用している製品へコードを束ねるクリップ
及び設置時に直接チェーンに取り付ける注
意タグを標準で同梱することとした。また
、開閉用チェーン（手動）からチェーンの
無い電動方式を標準採用するよう推奨し、
開閉用チェーン（手動）を選択した消費者
向けに、取付け、取扱い上の注意を告知す
る運用を検討中である。

(受付:2019/05/16)窓

（株）ＬＩＸＩＬ

ＷＷ－０５７０７Ｌ－ＡＧ
ＣＳ

( 重傷 )

A201900128

2019-0370

2019/04/23

(事故発生地)

神奈川県

　当該製品を使用中、搭乗者（８０歳代
）が転落し、病院に搬送後、入院中に死
亡した。

　当該製品は、前後の重心が釣り合った状態を
維持しながら階段を昇降する仕様であるが、前
後の重心が釣り合った状態からハンドルバーを
前方へ傾けた際に、搭乗者を含めた当該製品が
前方へ転倒することを抑制する機構が装備され
ていない構造であるため、搭乗者を乗せて階段
を昇り切ったときに使用者がハンドルバーを前
方へ傾け過ぎたことで当該製品のバランスが崩
れて事故に至ったものと推定されるが、使用者
が使用開始前の操作講習において禁止されてい
たにもかかわらず、操作中にハンドルバーを前
方へ傾けたことも事故発生に影響したものと考
えられる。　なお、取扱説明書には、「傾斜角
度は２５～３０度が最もバランスのよい状態で
あり、それより後方に傾けると重く感じ、前方
へ傾けると引っ張られて前方転倒しそうになる
。」旨、記載されている。

　再発防止措置として、アルバジャパン（
株）は、以下を実施する予定である。・十
分な特性の説明、反復操作訓練及び操作者
が守るべき点の注意喚起を徹底する。・特
に認知症及び心配性の搭乗者が昇降中に手
すり等を握らないようにベルクロ帯等の固
定ベルトを使用するよう提案し、必ずシー
トベルトを着用することを徹底する。・介
助者等の助けが得られるようであれば、製
品を挟んで操作者の反対側でバランスを見
てもらいながら使用することを徹底する。
・使用を始めてから１～３か月くらいまで
は、レンタル事業者等が適宜モニタリング
を欠かさないことを徹底する。・操作者及
び搭乗者のレベルに応じて、搭乗者に簡易
ヘルメットを着用させることを推奨する。
・階段を昇っているときにハンドルバーを
前方に傾け過ぎると昇る動作が停止する角
度センサーの機構を必ず設定し、操作者に
対する講習においても当該センサーを設定
した状態で操作訓練を行う。

(受付:2019/05/24)階段移動用リフト

（株）アルバジャパン

Ｓ３５　車いすタイプ

( 死亡 )



　製品区分：　04.家具・住宅用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0059

A201900334

2019-0838

2019/02/08

(事故発生地)

東京都

　幼児（２歳）が当該製品の扉の丁番の
隙間に指を挟み、負傷した。

　当該製品の扉に使用されていた丁番、丁番周
辺及び取扱説明書に指挟みに関する注意が記載
されておらず、扉を開くことによって丁番に生
じる隙間に幼児の指が挟まれ、負傷したものと
推定される。

　再発防止措置として、ナスステンレス（
株）（現　ナスラック（株））は、取扱説
明書に「扉の開閉時に丁番に触らない。扉
が落ちたり、丁番に指を挟んでけがをする
おそれがある。特に子供には注意する。」
旨、２００９年４月以降に販売した当該型
式品に追記を行った。（注：当該製品は
１９９９年以前に製造されたものである。
）

(受付:2019/08/02)システムキッチン（キャ
ビネット）

ナスステンレス（株）（現
　ナスラック（株））

なし

( 重傷 )



　製品区分：　05.乗物・乗物用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0060

A201800128

2018-0365

2018/05/21

(事故発生地)

埼玉県

　当該製品からバッテリーを取り外して
充電中、当該製品のバッテリー及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○使用者は、当該製品付属のバ
ッテリーパックと追加で購入したバッテリーパ
ックを３日おきに取り替えて使用しており、事
故発生の２日前から充電器に接続していた追加
で購入したバッテリーパックが焼損した。○当
該製品の充電器は屋内専用であるが、壁なしト
タン屋根の駐輪場に設置されていた。○事故発
生時、当該製品及び付属のバッテリーパックは
使用されておらず、焼損していなかった。○充
電器の焼損は著しく、外郭樹脂及び制御基板は
焼失し、充電器とバッテリーパックを接続する
接続端子５本のうち１本は確認できず、２本に
溶融痕が認められた。○バッテリーパックの焼
損は著しく、外郭樹脂は焼失していた。○バッ
テリーパック内のリチウムイオン電池セルは熱
暴走していたが、外装缶に変形、破裂の痕跡は
認められなかった。○バッテリーパック内部の
制御基板に出火の痕跡は認められなかった。●
当該製品の充電器又は追加で購入したバッテリ
ーパック内部のリチウムイオン電池セルから出
火した可能性が考えられるが、焼損が著しく、
確認できない部品があったことから、製品起因
か否かを含め、事故原因の特定には至らなかっ
た。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/06/08)電動アシスト自転車

ヤマハ発動機（株）

ＰＭ２６ＮＬ（２６型：Ｘ
７３６）

( 火災 )



　製品区分：　05.乗物・乗物用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0061

A201800200

2018-0276

2018/05/04

(事故発生地)

兵庫県

　当該製品で走行中、チェーンが外れ、
転倒し、負傷した。

　調査の結果、○使用者が緩い登り坂で立ちこ
ぎをしようとした際にチェーンが外れて転倒し
、左顔面を負傷した。○当該製品のチェーン及
び新品のチェーンを当該製品に装着した際のた
るみはそれぞれ３２～２４ｍｍ及び３０～２２
ｍｍであり、いずれも取扱説明書に記載された
基準値（２０～１５ｍｍ）を超えていた。○当
該製品のギヤクランクを新品に交換して当該製
品のチェーン及び新品のチェーンを装着した時
のたるみはそれぞれ３４～２１ｍｍ及び３２～
２０ｍｍであり、いずれも取扱説明書に記載さ
れた基準値を超えていた。○当該製品に乗車し
て走行したところチェーンは外れず、当該製品
を横倒しにしてギヤクランクを正転及び逆転さ
せてもチェーンは外れなかった。○当該製品は
、販売店がチェーンの張りを調整する仕様であ
るが、調整した痕跡は認められず、新品のギヤ
クランクと新品のチェーンを組み合わせた際の
チェーンのたるみが当該製品のチェーンと同程
度であったことから、調整されていなかったと
考えられた。○当該製品の販売前に行う点検に
ついて、販売店に点検記録が残されていなかっ
た。○当該製品は、購入されてから一度も定期
点検や整備を受けていなかった。●当該製品は
、販売時にチェーンのたるみが調整されていな
かった可能性があり、チェーンのたるみが取扱
説明書に記載された基準値を超えていたが、横
倒しにした状態でギヤクランクを回転させても
チェーンが外れることはなく、事故発生時の詳
細な状況が不明であることから、製品起因か否
かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/07/11)自転車

（株）あさひ

アフィッシュＢＫ２６０Ａ
Ｒ－Ｆ

( 重傷 )



　製品区分：　05.乗物・乗物用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0062

A201800203

2018-0434

2018/06/25

(事故発生地)

島根県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、○当該製品は著しく焼損し、可
燃部はほぼ全て焼失していた。○電源スイッチ
ユニットのキー差込部が残存しており、キーは
差し込まれたままで「切」の位置であった。○
バッテリーからメインコントローラー基板への
給電線が、車体側に振れ止め固定する板金製の
クランプ部において断線し、断線部に溶融痕が
認められた。○その他の配線に断線等の異常は
認められなかった。○メインコントローラー及
び充電器の基板は著しく焼損し、実装部品の多
くが脱落していたが、基板に局所的な焼け抜け
等の異常は認められなかった。○モーター部は
電磁クラッチとの締結部でアルミ製外郭が溶融
して、破損、脱落していた。○事故発生直前に
、使用者は当該製品を駐車して付近の草刈りを
行いながら刈った草の焼却を行っていた。●当
該製品は事故発生時電源が切られた状態であり
、外部からの延焼の可能性が考えられるが、焼
損が著しく、事故発生時の詳細な状況が不明の
ため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定
には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/07/12)電動車いす（ハンドル形
）

スズキ（株）

セニアカーＥＴ４Ｄ（６型
）

( 火災 )

A201800295

2018-0782

2018/08/01

(事故発生地)

大阪府

　当該製品のバッテリーを充電中、当該
製品のバッテリー及び周辺を焼損する火
災が発生した。

　調査の結果、当該製品は、バッテリーのリチ
ウムイオン電池セルの負極出力配線と隣接する
正極側連結タブが接触して短絡したため、電池
セルが熱暴走して出火したものと推定されるが
、電池セルの焼損が著しいため、出力配線が接
触した原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/08/17)電動アシスト自転車

日本タイガー電器（株）

Ｂｉｃｙｃｌｅ－４５４ａ
ｓｓｉｓｔ

( 火災 )



　製品区分：　05.乗物・乗物用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0063

A201800311

2018-0823

2018/08/07

(事故発生地)

東京都

　当該製品をこぎ始めたところ、ブレー
キが解除されず、転倒し、負傷した。

　調査の結果、○使用者が当該製品をこぎ始め
たところ、ブレーキが解除されず、転倒し、負
傷したとの申出内容であった。○当該製品の前
後のブレーキワイヤー及び前ブレーキブロック
に異常は認められなかった。○当該製品及び同
等品を使用し、ハンドルが真っすぐ又は左右直
角になるまで切った状態から走り出すときにブ
レーキが解除できるか確認したが、ブレーキが
解除されない状況は再現しなかった。○当該製
品に取り付けられていたハンドルカバーの一部
が黒くなっていることが認められ、ハンドルカ
バーがブレーキレバーの根元に挟まれると、ペ
ダルが重くなり、かつ、ハンドルカバーの一部
が黒くなることが認められたが、事故発生時に
挟まれたのかどうかは特定できなかった。○発
進時の電動アシスト機能に異常は認められず、
モーター出力に関わるエラー履歴も認められな
かった。●走行テスト及び外観観察の結果、当
該製品のブレーキが解除されない状況は認めら
れなかったが、分解調査ができず、事故発生時
の詳細な状況も不明なことから、製品起因か否
かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/08/27)電動アシスト自転車

パナソニック　サイクルテ
ック（株）

ＢＥ－ＥＬＤ６３

( 重傷 )

A201800359

2018-0972

2018/09/04

(事故発生地)

東京都

　当該製品のバッテリーが破裂する火災
が発生した。

　調査の結果、当該製品のバッテリーパックに
内蔵されたリチウムイオン電池セルが異常発熱
して破裂し、出火したものと推定されるが、電
池セルの焼損が著しく、電池セルが異常発熱し
た原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/09/18)電動アシスト自転車

ブリヂストンサイクル（株
）

ＡＰ６Ｌ８２

( 火災 )



　製品区分：　05.乗物・乗物用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0064

A201800370

2018-0986

2018/09/16

(事故発生地)

兵庫県

　使用者（７０歳代）が当該製品に乗車
していたところ、踏切内で列車にはねら
れ死亡した。

　調査の結果、○目撃者は、事故発生時に当該
製品は停止しており、使用者は当該製品から立
ち上がろうとしていたと証言した。○当該製品
は損傷していたが、バッテリーは十分な残量が
あり、動作に異常は認められなかった。○当該
製品は、電源が入った状態でバッテリーが外れ
たというエラー内容が記録されていたが、電車
との接触前か接触時かは特定できなかった。○
当該製品は、前輪がレールの溝に落ちた際に生
じる擦過痕が認められなかった。○事故発生時
に当該製品の電源が入っていたかどうかは特定
できなかった。○同等品で再現試験を実施した
結果、通常走行では問題なく踏切を通行でき、
前輪を意図的にレールの溝に落としたところ、
レバー操作のみで脱出できた。○取扱説明書に
は、「踏切や路面電車の線路を渡る際は、介助
者が同行する。」旨、記載されている。●当該
製品が踏切内で停止し、使用者が逃げ遅れたこ
とで電車と接触したものと推定されるが、事故
発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か
否かを含め、事故原因の特定には至らなかった
。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/09/21)電動車いす（ジョイステ
ィック形）

ヤマハ発動機（株）

Ｘ０Ｄ

( 死亡 )

A201800425

2018-1163

2017/07/29

(事故発生地)

大阪府

　当該製品で走行中、ブレーキを掛けた
ところ、転倒し、負傷した。

　調査の結果、○使用者は、当該製品で走行中
にブレーキを掛けたところ、後ブレーキが利か
ずに前ブレーキのみ利いたことで後輪が持ち上
がって自転車が前方に転倒し、顔が路面に激突
して負傷した。○当該製品は写真しか入手でき
なかった。○事故発生後の当該製品の後ブレー
キのアウターケーブルは、ホルダーから外れて
ペダルクランク軸よりも大きく垂れ下がってお
り、ブレーキが利かない状態であった。○同等
品を確認した結果、後ブレーキのアウターケー
ブルは、乗車中にホルダーから容易に外れるこ
とはないと考えられた。○使用者は、事故発生
直前に当該製品で約２００ｍを正常に走行して
いたが、詳細は不明であった。●当該製品は、
後ブレーキのアウターケーブルが外れたためブ
レーキが利かなくなったものと考えられるが、
当該製品を写真でしか確認できず、ケーブルの
外れた経緯が不明であり、詳細な使用状況も不
明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の
特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/10/25)自転車

サイクルヨーロッパジャパ
ン（株）

ＭＩＮＩＶＥＬＯ－７　Ｌ
ＡＤＹ

( 重傷 )



　製品区分：　05.乗物・乗物用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0065

A201800491

2018-1358

2018/10/12

(事故発生地)

滋賀県

　当該製品で走行中、サドルが脱落し、
転倒、負傷した。

　当該製品は、座面の角度を調整するクランプ
部品がずれた位置で取り付けられたことでクラ
ンプ部品とサドル固定ボルトが接触したため、
使用時にサドル固定ボルトへ過大な荷重が加わ
って破断し、サドルが脱落したものと推定され
る。

　再発防止措置として、（株）エイチーム
は、サドル組付け位置の基準ならびに、サ
ドル組付け時の注意事項を社内整備工場へ
通達し、点検を強化した。引き続き同様の
事故発生について注視していくとともに、
必要に応じて対応を行うこととする。

(受付:2018/11/22)自転車

（株）エイチーム

ｃｙｍａ　ｐｒｉｍｅｒ

( 重傷 )

A201900007

2019-0049

2019/02/27

(事故発生地)

兵庫県

　当該製品で走行中、ハンドルがロック
し、転倒、負傷した。

　調査の結果、当該製品は、ハンドルがロック
された状態で過大な力が加わると使用者に異常
を知らせるためにハンドルロックのケースを意
図的に破損させる設計であったが、ケースが破
損すると内部のロックレバーの動きをガイドす
る溝が広がってロックレバーがカムから外れ、
振動等でロックレバーが動いて意図せずロック
が掛かる危険性に対して、技術的な保護対策が
講じられていなかったため、走行時に突然ハン
ドルがロックしたものと推定される。

　再発防止措置として、ブリヂストンサイ
クル（株）は、２０１９年６月２４日より
、対象製品について、無償点検及び保護対
策済品への改修を実施している。

(受付:2019/04/02)電動アシスト自転車

ブリヂストンサイクル（株
）

Ａ６Ｒ８２

( 重傷 )

A201900223

2019-0604

2016/05/19

(事故発生地)

千葉県

　当該製品で走行中、ハンドルがロック
し、転倒、負傷した。

　当該製品は、ハンドルがロックされた状態で
過大な力が加わると使用者に異常を知らせるた
めにハンドルロックのケースを意図的に破損さ
せる設計であったが、ケースが破損すると内部
のロックレバーの動きをガイドする溝が広がっ
てロックレバーがカムから外れ、振動等でロッ
クレバーが動いて意図せずロックが掛かる危険
性に対して、技術的な保護対策が講じられてい
なかったため、ハンドルロックのケースが破損
していた状態で走行した際に突然ハンドルがロ
ックしたものと推定される。　なお、取扱説明
書には、開錠後の乗車前に、「ハンドルロック
のケースに破損がないことを必ず確認する。」
旨、及び「破損していると内部のハンドルロッ
ク機構が正常に作動しないことがあり危険であ
る。」旨、記載されている。

　再発防止措置として、ブリヂストンサイ
クル（株）は、２０１９年６月２４日より
、対象製品について、無償点検及び保護対
策済品への改修を実施している。

(受付:2019/06/26)電動アシスト自転車

ブリヂストンサイクル（株
）

Ａ６Ｄ８４

( 重傷 )



　製品区分：　05.乗物・乗物用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0066

A201900224

2019-0605

2018/11/21

(事故発生地)

神奈川県

　使用者（７０歳代）が当該製品で走行
中、ハンドルがロックし、転倒、負傷し
た。

　当該製品は、ハンドルがロックされた状態で
過大な力が加わると使用者に異常を知らせるた
めにハンドルロックのケースを意図的に破損さ
せる設計であったが、ケースが破損すると内部
のロックレバーの動きをガイドする溝が広がっ
てロックレバーがカムから外れ、振動等でロッ
クレバーが動いて意図せずロックが掛かる危険
性に対して、技術的な保護対策が講じられてい
なかったため、ハンドルロックのケースが破損
していた状態で走行した際に突然ハンドルがロ
ックしたものと推定される。

　再発防止措置として、ブリヂストンサイ
クル（株）は、２０１９年６月２４日より
、対象製品について、無償点検及び保護対
策済品への改修を実施している。

(受付:2019/06/26)自転車

ブリヂストンサイクル（株
）

ＣＲ６０ＴＰ

( 重傷 )

A201900317

2019-0814

2019/05/07

(事故発生地)

東京都

　当該製品で走行中、ハンドルがロック
し、転倒、負傷した。

　当該製品は、ハンドルがロックされた状態で
過大な力が加わると使用者に異常を知らせるた
めにハンドルロックのケースを意図的に破損さ
せる設計であったが、ケースが破損すると内部
のロックレバーの動きをガイドする溝が広がっ
てロックレバーがカムから外れ、振動等でロッ
クレバーが動いて意図せずロックが掛かる危険
性に対して、技術的な保護対策が講じられてい
なかったため、ハンドルロックのケースが破損
していた状態で走行した際に突然ハンドルがロ
ックしたものと推定される。　なお、取扱説明
書には、開錠後の乗車前に、「ハンドルロック
のケースに破損がないことを必ず確認する。」
旨、及び「破損していると内部のハンドルロッ
ク機構が正常に作動しないことがあり危険であ
る。」旨、記載されている。

　再発防止措置として、ブリヂストンサイ
クル（株）は、２０１９年６月２４日より
、対象製品について、無償点検及び保護対
策済品への改修を実施している。

(受付:2019/07/29)電動アシスト自転車

ブリヂストンサイクル（株
）

Ａ６Ｄ８４

( 重傷 )

A201900390

2019-0940

2019/04/02

(事故発生地)

埼玉県

　使用者（８０歳代）が当該製品で走行
中、ハンドルがロックし、転倒、負傷し
た。

　当該製品は、ハンドルがロックされた状態で
過大な力が加わると使用者に異常を知らせるた
めにハンドルロックのケースを意図的に破損さ
せる設計であったが、ケースが破損すると内部
のロックレバーの動きをガイドする溝が広がっ
てロックレバーがカムから外れ、振動等でロッ
クレバーが動いて意図せずロックが掛かる危険
性に対して、技術的な保護対策が講じられてい
なかったため、ハンドルロックのケースが破損
していた状態で走行した際に突然ハンドルがロ
ックしたものと推定される。

　再発防止措置として、ブリヂストンサイ
クル（株）は、２０１９年６月２４日より
、対象製品について、無償点検及び保護対
策済品への改修を実施している。

(受付:2019/08/19)自転車

ブリヂストンサイクル（株
）

ＡＳＢ７ＴＰ

( 重傷 )



　製品区分：　05.乗物・乗物用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0067

A201900392

2019-0941

2017/03/15

(事故発生地)

東京都

　当該製品で走行中、ハンドルがロック
し、転倒、右手首を負傷した。

　当該製品は、ハンドルがロックされた状態で
過大な力が加わると使用者に異常を知らせるた
めにハンドルロックのケースを意図的に破損さ
せる設計であったが、ケースが破損すると内部
のロックレバーの動きをガイドする溝が広がっ
てロックレバーがカムから外れ、振動等でロッ
クレバーが動いて意図せずロックが掛かる危険
性に対して、技術的な保護対策が講じられてい
なかったため、ハンドルロックのケースが破損
していた状態で走行した際に突然ハンドルがロ
ックしたものと推定される。

　再発防止措置として、ブリヂストンサイ
クル（株）は、２０１９年６月２４日より
、対象製品について、無償点検及び保護対
策済品への改修を実施している。

(受付:2019/08/19)電動アシスト自転車

ブリヂストンサイクル（株
）

Ａ６Ｒ８１

( 重傷 )

A201900405

2019-0970

2019/06/30

(事故発生地)

東京都

　当該製品で走行中、ハンドルがロック
し、転倒、右手首を負傷した。

　当該製品は、ハンドルがロックされた状態で
過大な力が加わると使用者に異常を知らせるた
めにハンドルロックのケースを意図的に破損さ
せる設計であったが、ケースが破損すると内部
のロックレバーの動きをガイドする溝が広がっ
てロックレバーがカムから外れ、振動等でロッ
クレバーが動いて意図せずロックが掛かる危険
性に対して、技術的な保護対策が講じられてい
なかったため、ハンドルロックのケースが破損
していた状態で走行した際に突然ハンドルがロ
ックしたものと推定される。

　再発防止措置として、ブリヂストンサイ
クル（株）は、２０１９年６月２４日より
、対象製品について、無償点検及び保護対
策済品への改修を実施している。

(受付:2019/08/22)電動アシスト自転車

ブリヂストンサイクル（株
）

Ａ６ＤＨ６２

( 重傷 )

A201900484

2019-1116

2019/08/18

(事故発生地)

不明

　使用者（７０歳代）が当該製品で走行
中、ハンドルがロックし、転倒、右足を
負傷した。

　当該製品は、ハンドルがロックされた状態で
過大な力が加わると使用者に異常を知らせるた
めにハンドルロックのケースを意図的に破損さ
せる設計であったが、ケースが破損すると内部
のロックレバーの動きをガイドする溝が広がっ
てロックレバーがカムから外れ、振動等でロッ
クレバーが動いて意図せずロックが掛かる危険
性に対して、技術的な保護対策が講じられてい
なかったため、ハンドルロックのケースが破損
していた状態で走行した際に突然ハンドルがロ
ックしたものと推定される。　なお、取扱説明
書には、開錠後の乗車前に、「ハンドルロック
のケースに破損がないことを必ず確認する。」
旨、及び「破損していると内部のハンドルロッ
ク機構が正常に作動しないことがあり危険であ
る。」旨、記載されている。

　再発防止措置として、ブリヂストンサイ
クル（株）は、２０１９年６月２４日より
、対象製品について、無償点検及び保護対
策済品への改修を実施している。

(受付:2019/09/13)自転車

ブリヂストンサイクル（株
）

ＡＲ７５Ｌ４

( 重傷 )



　製品区分：　06.身のまわり品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0068

A201800083

2018-0215

2018/05/04

(事故発生地)

北海道

　当該製品を他社製の充電器に接続して
充電中、当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生した。

　調査の結果、○使用者は、取扱説明書で指定
されている充電器ではなく、ニッケル水素バッ
テリー専用充電器を使用し当該製品を充電して
いた。○当該製品の確認ができず、製品の状態
等は調査できなかった。●当該製品の充電にニ
ッケル水素バッテリー専用充電器を使用したた
め、リチウムポリマー電池セルの過充電により
出火したものと推定されるが、当該製品の確認
ができなかったため、製品起因か否かを含め、
事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/05/24)バッテリー（リチウムポ
リマー、模型用）

京商（株）

Ｒ－２４６－８４６３Ｂ

( 火災 )

A201800113

2018-0339

2018/05/27

(事故発生地)

兵庫県

　当該製品を充電中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　当該製品は、外郭の樹脂製ケース内部に海水
が浸入したことにより、内部のリチウムイオン
電池セルが外部短絡して出火したものと推定さ
れるが、ケースの焼損が著しく、海水が浸入し
た原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/06/04)バッテリー（リチウムイ
オン、電動リール用）

グローブライド（株）

ＢＭ２６００Ｎ

( 火災 )

A201800187

2018-0512

2018/01/16

(事故発生地)

兵庫県

　当該製品を履いて階段を降りていたと
ころ、転倒し、左足を負傷した。

　調査の結果、○使用者は、当該製品を履いて
乾燥したフローリングの階段を降りていた際に
左足が滑って転倒し、左大腿骨頚部を骨折した
。○当該製品は使用者から提供されなかったた
め、確認ができなかった。○当該型式品は、フ
リース素材のブーツ型ルームシューズで、靴底
のつま先部分とかかと部分に滑り止めが施され
ていた。○同等品の靴底は他社品と同程度の耐
滑性であった。○本体には滑りや転倒に関する
注意表示等が記載されていた。●当該製品の確
認ができず、事故発生時の詳細な状況が不明の
ため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定
には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/07/06)靴（ルームシューズ）

（株）ユニクロ

２６１－４０２７９５

( 重傷 )



　製品区分：　06.身のまわり品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0069

A201800221

2018-0638

2018/05/16

(事故発生地)

埼玉県

　車両内で当該製品を電動工具に装着し
て置いていたところ、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。（
A201800220と同一事故）

　調査の結果、○当該製品は研磨機やドライバ
ー等の電動工具に装着して使用する純正バッテ
リーパック（１４．４Ｖ、４．０Ａｈ）であっ
た。○当該製品は研磨機に装着されており、外
郭樹脂は焼失していた。○内部の基板とリチウ
ムイオン電池セル８本のうち、５本が残存して
いたが、３本は確認できなかった。○残存して
いた電池セル５本のうちの２本は正極のＰＴＣ
素子が溶融しており、その他の電池セル２本は
正極の確認ができず、１本の電池セルは路上に
落下して缶体が潰れ、正極は確認できなかった
。○当該製品が装着されていた研磨機に出火の
痕跡は認められなかった。●当該製品のリチウ
ムイオン電池セルが異常発熱して出火した可能
性が考えられるが、確認できない部品があった
ことから、製品起因か否かを含め、事故原因の
特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/07/20)バッテリー（リチウムイ
オン、電動工具用）

（株）マキタ

ＢＬ１４４０

( 火災 )

A201800284

2018-0755

2018/07/04

(事故発生地)

北海道

　病院で当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生した。（A201800192と同一事
故）

　調査の結果、○当該製品を含む４本のリチウ
ム乾電池は、電気掃除機に装填されテーブルの
上に置かれていた。○事故発生時、電気掃除機
は作動していなかったものの、電源スイッチは
入っていた。○当該製品を含む３本の乾電池が
電池ボックスから飛び出し、当該製品には電極
部が膨らんだ状態でガスが噴出した痕跡が認め
られた。○当該製品とボックス内部に残存した
乾電池の電圧はほとんど残っておらず、それ以
外の電池は満容量であった。○電気掃除機は二
次電池（ニッケル水素電池）専用であり、電池
ボックスは乾電池を逆装填しても回路が形成さ
れる構造であった。●当該製品が異常発熱して
出火したものと考えられるが、当該製品の焼損
が著しく、事故発生時の装填状況が不明のため
、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には
至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/08/10)リチウム乾電池

小泉成器（株）

ＬＩＴ　ＢＡＴ　ＡＡ

( 火災 )



　製品区分：　06.身のまわり品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0070

A201800288

2018-0771

2017/12/02

(事故発生地)

京都府

　使用者（７０歳代）が当該製品を履い
て階段を上昇中、転落し、負傷した。

　調査の結果、○使用者は、当該製品を履いて
石段を登っている途中で後ろを振り返り、その
際に右足が滑ったため石段を踏み外して転落し
、頭と肩を負傷した。○当該製品は９年以上使
用されているため摩耗していたが、大きな破損
等、外観に異常は認められなかった。○同等品
が入手できないため、当該製品の動摩擦係数が
初期値からどの程度低下しているかの判断はで
きなかった。○ＪＩＳ　Ｔ　８１０６（安全靴
・作業靴の耐滑試験方法、床材にコンクリート
を使用）を準用し、当該製品及び他社品（新品
）の靴底の動摩擦係数を測定した結果、当該製
品は０．５４で他社品は０．８２～０．９５で
あったことから、当該製品は他社品の新品と比
較して耐滑性が劣っていると考えられた。○同
等品が入手できないため、当該製品の動摩擦係
数が初期値からどの程度低下しているかの判断
はできなかった。○当該製品の靴底の溝深さは
、最大で６．２ｍｍ、最小で０．２ｍｍであっ
た。○取扱説明書には、「使用前に異常がない
か確認する。」、「劣化したシューズは使用し
ない。」、「滑りやすい場所で使用すると転倒
の危険があるため注意する。」旨、記載されて
いる。●当該製品は劣化によって動摩擦係数が
低下したため滑りやすくなっていたものと推定
されるが、設計上の溝底深さや硬度等の仕様が
確認できなかったことから、製品起因か否かを
含め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/08/13)靴（スニーカー）

ナイキジャパングループ（
同）

３０７１３４－３４２

( 重傷 )

A201900143

2019-0278

2019/05/02

(事故発生地)

福岡県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　当該製品のバッテリーパック内のリチウムイ
オン電池セルで内部短絡が生じ、出火したもの
と推定されるが、内部短絡が発生した原因の特
定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/05/30)バッテリー（リチウムイ
オン、電動リール用）

（株）エムケートレーディ
ング

ＤＮ－１７００ＮＳ

( 火災 )



　製品区分：　06.身のまわり品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0071

A201900183

2019-0536

2018/07/25

(事故発生地)

東京都

　倉庫で当該製品を焼損する火災が発生
した。

　当該製品は、内部のリチウムイオン電池セル
が内部短絡したため、異常発熱して出火したも
のと推定されるが、焼損が著しく、内部短絡し
た原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。　なお、輸入事業者である（
株）ビーエムオージャパンは、２０２０年
（令和２年）４月生産分から、電池セルの
各エラーに対しての対策を強化するために
制御基板を変更している。

(受付:2019/06/13)バッテリー（リチウムイ
オン）

（株）ビーエムオージャパ
ン

ＢＭ－Ｌ１１６

( 火災 )



　製品区分：　08.レジャー用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0072

A201800816

2018-2119

2019/02/21

(事故発生地)

長野県

　体育館で当該製品を片付けるため折り
畳んだところ、左手指を可動部に挟み、
負傷した。

　調査の結果、当該製品は、折り畳む際、固定
用金具を持ち上げた状態を維持する必要がある
構造であったことから、使用者の左手がまだフ
レームと固定用金具の間にある状態で、当該製
品が折り畳まれたために事故に至ったものと推
定される。

　再発防止措置として、セノー（株）は、
旧型製品等の長期使用に関する注意喚起を
業界全体で推し進められるようスポーツ業
界団体に対し本件事故情報を共有するとと
もに安全啓発活動への協力を呼びかけてい
る。　なお、本件事故製品は１９７６年に
販売が終了しており、現行機種については
、本件のような事故が起きない仕様に変更
されている。

(受付:2019/03/22)卓球台

セノー（株）

Ｂ６１

( 重傷 )

A201900095

2019-0250

2019/04/20

(事故発生地)

埼玉県

　当該製品を充電中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　当該製品に出力電圧の高いＡＣアダプターが
誤って同梱されていたため、充電の際、過充電
保護が機能するまで充電されたことで異常発熱
し出火に至ったものと考えられるが、当該製品
のリチウムイオン電池セル収納部に外力への対
策が施されておらず、電池セルが損傷する等で
出火に至った可能性も考えられ、事故原因の特
定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/05/08)電動キックスケーター

（株）Ｅａｒｔｈ　Ｓｈｉ
ｐ

ＴＡ－Ｋ００４

( 火災 )

A201900185

2019-0537

2018/07/14

(事故発生地)

東京都

　当該製品を使用中、当該製品の泥よけ
が前輪に巻き込まれ、前輪が停止し、転
倒、左手を負傷した。

　当該製品の前泥よけの取付け不良により事故
に至った可能性があるが、当該製品を確認でき
ず、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製
品起因か否かを含め、事故原因の特定には至ら
なかった。

　再発防止措置として、Ｇｒｅｇ　Ｓｔａ
ｔｅ（株）は、在庫品を販売する際には、
各パーツ破損、ボルトの緩みの有無の確認
等の検査を実施した。また、当該型式品は
、今後、輸入及び販売は行わないこととし
た。

(受付:2019/06/13)電動キックスケーター

Ｇｒｅｇ　Ｓｔａｔｅ（株
）

Ｈ３

( 重傷 )


